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�

田
中
　
祐
考

初
心
忘
る
べ
か
ら
ず

私
の
心
に
忘
れ
ら
れ
な
い
教
え
と
し
て
、
世
阿
弥
の

残
し
た
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

世
阿
弥
（
世
阿
弥
・
一
三
六
三
年
～
一
四
四
三
年
）

は
、
室
町
時
代
の
猿
楽
師
で
、
父
の
観
阿
弥
と
と
も
に

猿
楽
（
申
楽
と
も
い
う
。
現
在
の
能
）
を
大
成
し
ま
す
。

醍
醐
寺
と
も
関
わ
り
が
あ
り
、『
満
済
准
后
日
記
』

に
は
当
時
、
観
世
流
の
方
が
醍
醐
寺
清
瀧
宮
の
楽
頭
職

に
つ
い
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
、観
世
入
道（
世
阿
弥
）

の
存
在
が
示
唆
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、『
醍
醐
寺
新

要
録
』
七
所
載
の
「
隆
源
僧
正
記
」
に
よ
れ
ば
、
世
阿

弥
の
長
男
、
基も
と

雅ま
さ

も
楽
頭
職
に
就
い
て
お
り
、
醍
醐
寺

の
清
瀧
宮
で
舞
を
奉
納
し
て
お
り
ま
す
。

さ
て
、
世
阿
弥
の
残
し
た
言
葉
に
「
初
心
忘
る
べ
か

ら
ず
」
が
あ
り
ま
す
。

世
阿
弥
は
自
身
が
記
し
た
『
花
鏡
』
の
な
か
で
、
そ

の
末
尾
に
「
命
に
終
わ
り
あ
り
能
に
は
果
て
あ
る
べ
か

ら
ず
」
と
し
、
三
つ
の
「
初
心
」
に
つ
い
て
記
し
ま
し

た
。い
ま
で
は「
初
め
の
志
を
忘
れ
て
は
ダ
メ
で
す
よ
」

と
い
う
意
味
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
本
来
は
少
し

違
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

第
一
に
「
ぜ
ひ
初
心
忘
る
べ
か
ら
ず
」

第
二
に
「
時
々
の
初
心
忘
る
べ
か
ら
ず
」

第
三
に
「
老
後
の
初
心
忘
る
べ
か
ら
ず
」

ど
の
よ
う
な
意
味
な
の
で
し
ょ
う
。

京
都
で
観
世
流
を
継
承
す
る
、
能
楽
師
、
片
山
九
郎

右
衛
門
先
生
は
、
こ
の
言
葉
を
常
に
思
い
起
こ
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
そ
れ
を
「
世
代
継
承
の
知
恵
。

心
か
ら
心
へ
伝
え
る
花
を
次
へ
受
け
渡
す
た
め
に
最
も

大
切
な
教
え
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

第
一
の
「
ぜ
ひ
初
心
忘
る
べ
か
ら
ず
」
と
は
、「
若

さ
ゆ
え
に
あ
り
が
ち
な
自
信
過
剰
、
ま
た
は
思
い
込
み

ゆ
え
の
未
熟
さ
」
を
「
初
心
」
と
い
い
、
失
敗
と
恥
に

学
び
、
乗
り
越
え
、
成
長
し
よ
う
と
し
ま
す
。

第
二
の「
時
々
の
初
心
忘
る
べ
か
ら
ず
」の「
時
々
」

と
は
、
若
い
こ
ろ
か
ら
最
盛
期
を
経
て
、
老
年
に
至
る

ま
で
の
時
々
。
し
た
が
っ
て
「
折
々
の
曲
と
の
出
会
い
、

自
身
の
体
の
変
化
を
よ
く
よ
く
考
慮
し
つ
つ
乗
り
越
え
、

体
に
刻
み
込
ん
だ
者
の
み
が
能
役
者
と
し
て
花
を
咲
か

す
こ
と
が
で
き
る
」。
つ
ま
り
初
心
は
自
ら
の
成
長
と

と
も
に
、
日
々
更
新
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

そ
し
て
第
三
の
「
老
後
の
初
心
忘
る
べ
か
ら
ず
」
は
、

「
老
後
」
の
「
枯
れ
た
肉
体
に
似
つ
か
わ
し
い
風
体
を

工
夫
し
尽
く
し
て
刻
み
込
み
忘
れ
ぬ
こ
と
」。
そ
れ
は
、

「
先
人
が
工
夫
に
苦
し
む
様
を
次
の
者
に
さ
ら
し
つ
く

し
て
く
れ
る
、
…
次
の
者
が
受
け
継
い
で
い
く
し
か
な

い
の
で
す
」
と
解
説
さ
れ
ま
し
た
（
京
都
新
聞

二
〇
一
四
年
一
〇
月
二
九
日
よ
り
）。

能
は
一
度
と
し
て
同
じ
舞
台
が
な
い
、
時
間
の
芸
術

で
す
。
演
者
の
構
成
、
観
る
側
の
者
、
そ
の
一
番
一
番

が
一
期
一
会
で
す
。
そ
の
よ
う
な
緊
張
感
の
な
か
、
精

進
を
重
ね
た
者
が
、
自
ら
に
ふ
さ
わ
し
い
初
心
を
忘
れ

な
い
よ
う
に
す
る
。
歳
を
と
っ
た
な
ら
、
乗
り
越
え
よ

う
す
る
試
練
に
あ
る
が
ま
ま
向
か
い
、
そ
の
都
度
改
め

て
習
お
う
と
す
る
。

こ
の
よ
う
な
姿
勢
に
私
は
、
そ
の
内
に
宿
る
反
省
と

学
び
の
謙
虚
さ
を
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
私
た
ち

は
先
人
よ
り
「
心
か
ら
心
へ
伝
え
る
花
」
を
受
け
継
ぎ
、

そ
の
上
に
学
び
を
築
い
て
い
る
こ
と
に
も
気
付
か
さ
れ

ま
す
。

「
初
心
忘
る
べ
か
ら
ず
」

こ
の
言
葉
を
胸
に
思
い
な
が
ら
、
先
人
に
感
謝
し
て
、

日
々
、
精
進
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
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▼
度
牒
授
与

　

本
宗
籍

令
和
六
年
五
月
九
日

　
　
　

岡　

山�

池
田　

誠
光

十
二
月
一
日

　
　
　

千　

葉�

伏
島　

滉
将

▼
責
任
役
員
任
命

令
和
七
年
一
月
六
日

　
　
　

高
知
（直）　
　
　

西
福
寺�

北
岡
満
里
子

�
高
橋　

進
一

�
戸
田　

卓
也

一
月
八
日

　
　
　

新　

潟　
　
　

密
藏
院�

北
村　

亮
三

�

北
村　

明
邦

�

本
間　

亮
善

一
月
十
日

　
　
　

新　

潟　
　
　

光
明
院�

渋
谷　
　

剛

�

森
村
貴
絵
子

�

小
池　

勝
榮

�

森
村　

政
道

一
月
十
三
日

　
　
　

山　

口　
　
　

普
門
寺�

上
村　

伸
一

�

清
水
千
惠
美

一
月
十
九
日

　
　
　

三　

重　
　
　

福
満
寺�

杉
山　

哲
夫

一
月
二
十
六
日

　
　
　

山　

梨　
　
　

大
聖
寺�

石
田　
　

開

�

石
田　

眞
弓

　
　
　

新　

潟　
　
　

明
学
院�

諸
橋　

律
子

�

西
塔　

嘉
子

�

西
塔　

り
さ

一
月
二
十
九
日

　
　
　

山　

口　
　
　

来
迎
院�

蓮
住　

信
慶

�

吉
崎　

和
成

▼
総
代
委
嘱

令
和
六
年
十
二
月
十
七
日

　
　
　

大　

阪　
　
　

弘
詮
寺�

眞
栄
平
充
弘

�

田
村
比
左
二

�

中
野　

晴
之

令
和
七
年
一
月
六
日

　
　
　

高
知
（直）　
　
　

西
福
寺�

山
﨑　

暁
美

�

藤
崎　

幸
治

�

鍋
島　

満
弘

一
月
八
日

　
　
　

新　

潟　
　
　

密
藏
院�

北
村　

文
子

�

北
村　

延
子

�

北
村　

深
雪

一
月
十
日

　
　
　

新　

潟　
　
　

光
明
院�

吉
田　
　

勝

�

目
黒　

孝
幸

�

今
井　

英
樹

　
　
　

三　

重　
　
　

大
聖
院�

山
下　

信
弥

�

山
尾　
　

学

�

坂
倉　

達
也

�

片
山　

忠
郎

�

筒
井　

俊
夫

�

清
水　

政
信

�

伊
藤　
　

孝

一
月
十
三
日

　
　
　

山　

口　
　
　

普
門
寺�

藤
原　

淳
子

�

石
川　

順
子

�

小
野　

博
信

一
月
十
九
日

　
　
　

新　

潟　
　
　

眼
尚
院�

石
黒　

則
夫

�
藤
木
美
津
子

　
　
　

三　

重　
　
　

護
願
寺�
堀
井　

伸
治

�
青
山　

美
榮

�

堀
井
眞
佐
子

　
　
　

三　

重　
　
　

福
満
寺�

杉
本　

久
生

録
　
事

�

髙
本　

千
秋

�

山
村　

隆
夫

一
月
二
十
六
日

　
　
　

山　

梨　
　
　

大
聖
寺�

佐
田　

公
男

�

若
尾　

儀
武

�

佐
田
惣
一
郎

�

西
海　

松
雄

　
　
　

新　

潟　
　
　

明
学
院�

伊
藤　

忠
男

�

大
竹　

政
喜

�

鈴
木　

昌
子

　
　
　

肥　

前　
　
　

正
林
寺�

松
屋
九
洲
男

�

平
松　

輝
男

�

塩
鶴　
　

精

一
月
二
十
九
日

　
　
　

山　

口　
　
　

来
迎
院�

品
川
幸
二
郎

�

藤
田　

弘
美

�

蓮
住　

良
子

▼
褒
賞
下
付

令
和
六
年
十
二
月
七
日

　
　
　

三　

重　
　
　

惣
正
寺

�

岩
並　

孝
夫
、
正
見

�

大
中
建
築

�

金
和
堂　

立
川　

恒
輝

▼
承
認
・
証
明

令
和
六
年
十
二
月
二
十
日

　
　
　

鹿
児
島
（直）　
　

報
恩
寺

�

宗
教
法
人
「
報
恩
寺
」
設
立
お
よ
び
規
則
承
認
の
件
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『
同
和
問
題
』
に
と
り
く
む
宗
教
教
団
連
帯
会
議　

第
四
回
第
一
連
絡
会

　

令
和
七
年
一
月
二
十
八
日（
火
）　

京
都　

真
言
宗
智
山
派
宗
務
庁　
（
智
積
院
会
館
）

　
　

出
席
：
浦
郷
宜
右 

教
学
部
長
、
飯
田
俊
海 

教
学
課
長
補
佐

法
螺
貝
講
習
会

　

令
和
七
年
一
月
三
十
日（
木
）　　

参
加
者
二
十
六
名

　

令
和
七
年
一
月
三
十
一
日（
金
）　

参
加
者
二
十
二
名

　
　

講
師
：
大
分　

大
聖
院
住
職　

辛
島
正
英 

師

初
祈
祷
授
戒
会

　

令
和
七
年
一
月
五
日（
日
）　

午
前
十
時　
　
　

伽
藍　

柴
燈
護
摩
道
場
・
金
堂

初
聖
宝
会

　

令
和
七
年
一
月
六
日（
月
）　

午
前
十
一
時　
　

上
醍
醐　

開
山
堂
・
伽
藍　

祖
師
堂

後
七
日
御
修
法

　

令
和
七
年
一
月
八
日（
水
）
～
一
月
十
四
日（
火
）　

京
都　

総
本
山
教
王
護
国
寺

　
　

出
仕
：
北
海
道　

大
心
寺　

権
大
僧
正　

荻
原
隆
朝 

師

梵
字
悉
曇
伝
授　

第
三
会

　

令
和
七
年
一
月
二
十
一
日（
火
）
～
一
月
二
十
二
日（
水
）　

研
修
棟
（
Z
o
o
m
受
法
可
）

　

伝
授･

悉
曇
阿
闍
梨
：
種
智
院
大
学　

副
学
長　

児
玉
義
隆 

僧
正

総
務
部
よ
り

　

宗
教
法
人
の
寺
院
・
教
会
は
、
毎
年
会
計
年
度
終
了
後
四
月
以
内
に
役
員
名
簿
と
財
産
目
録
の
写
し

を
所
轄
庁
（
都
道
府
県
庁
）
に
提
出
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
ま
す
（『
宗
教
法
人
法
』
第
二
十
五
条
第

四
項
）。

　

こ
の
他
に
も
、
収
支
計
算
書
、
貸
借
対
照
表
、
境
内
建
物
に
関
す
る
書
類
、
事
業
に
関
す
る
書
類
の

写
し
の
提
出
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
（
詳
細
は
、
真
言
宗
醍
醐
派
宗
務
本
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

又
は
、
文
化
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
）。

　

宗
務
本
庁
で
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
の
写
し
を
本
庁
に
も
提
出
い
た
だ
く
こ
と
を
、
宗
教
法
人
並
び
に

非
宗
教
法
人
の
寺
院
・
教
会
に
お
願
い
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
寺
院
・
教
会
は
、
適
切
な
運
営
の
た
め
、
当
該
寺
院
・
教
会
規
則
に
基
づ
き
、
責
任
役
員
及

び
総
代
を
置
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
責
任
役
員
・
総
代
に
欠
員
が
生
じ
た
場
合
、
任
期
満
了
に
な

ら
れ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

財
務
部
よ
り

　

既
に
宗
費
賦
課
金
の
請
求
書
を
送
ら
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
が
、
ま
だ
お
手
元
に
届
い
て
い
な
い
場

合
は
、
宗
務
本
庁
財
務
部
宛
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

お
手
元
に
ご
ざ
い
ま
す
場
合
は
、
お
早
目
の
納
付
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

醍
醐
寺
開
創
千
百
五
十
年
慶
讃
事
業
義
納
金
や
各
種
お
支
払
い
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
は
、
宗
務

本
庁
財
務
部
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

教
学
部
よ
り

伝
法
学
院
オ
ー
プ
ン
セ
ミ
ナ
ー　

易
学
講
習
会

　

令
和
七
年
三
月
二
十
四
日（
月
）・
三
月
二
十
五
日（
火
）　

両
日
午
前
十
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

醍
醐
寺
研
修
棟
（
Z
o
o
m
参
加
可
）

　
　

講
師
：
石
原
明
順 

師
（
伝
法
学
院
特
別
講
師
）

家
相
鑑
定
法

　

令
和
七
年
三
月
二
十
七
日（
木
）　

午
後
～
三
月
二
十
八
日（
金
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

醍
醐
寺
研
修
棟
（
Z
o
o
m
参
加
可
）

　
　

講
師
：
兵
庫　

御
園
教
室
代
表　

御
園
珠
美
佳 

先
生

　

※
各
講
習
会
の
詳
細
情
報
お
よ
び
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
は
、
右
記
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
。

桜　

会

　

開
白　

令
和
七
年
三
月
十
五
日（
土
）　　
　

大
般
若
転
読
法
要　

伽
藍　

清
瀧
権
現
社

　

中
日　

令
和
七
年
四
月
一
日（
火
）　　
　
　

柴
燈
大
護
摩　
　
　

伽
藍　

柴
燈
護
摩
道
場

　

結
願　

令
和
七
年
四
月
十
五
日（
火
）　　
　

恵
印
法
要　
　
　
　

伽
藍　

金
堂

彼
岸
会

　

開
白　

令
和
七
年
三
月
十
七
日（
月
）　　
　

午
前
十
時　
　
　
　

平
座
理
趣
三
昧
法
要　

三
宝
院　

弥
勒
堂

　

中
日　

令
和
七
年
三
月
二
十
日（
木
・
祝
）　

午
前
十
時
三
十
分　

土
砂
加
持
法
要　

伽
藍　

観
音
堂

　

結
願　

令
和
七
年
三
月
二
十
三
日（
日
）　　

午
前
十
時　
　
　
　

平
座
理
趣
三
昧
法
要　

三
宝
院　

弥
勒
堂

醍
醐
寺
霊
宝
館
春
期
特
別
展

　

令
和
七
年
三
月
二
十
日（
金
）
～
五
月
六
日（
火
）　

霊
宝
館
本
館
・
平
成
館

　
　

醍
醐
寺
霊
宝
館
開
館
九
十
周
年
記
念
『
受
け
継
が
れ
る
寺
宝
』

　
　

※
三
月
二
十
五
日（
火
）
～
三
月
二
十
七
日（
木
）
は
、
本
館
、
平
成
館
は
休
館
と
な
り
ま
す
。

醍
醐
寺
オ
ー
プ
ン
テ
ン
プ
ル
「
１
Ｄ
Ａ
Ｙ 

こ
こ
ろ
の
修
行
体
験
」

　

令
和
七
年
三
月
八
日（
土
）、　

同
年
五
月
十
日（
土
）

本
庁
か
ら
の
お
知
ら
せ

醍
醐
寺
か
ら
の
お
知
ら
せ

宗
派
だ
よ
り

←お申し込みは
　こちらから

末
寺
・
教
会
・
醍
醐
寺
だ
よ
り
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（
議
事
要
録
）

令
和
六
年
度
全
国
宗
務
所
長
会
は
、
去
る
五
月
十
三
日
午

前
十
時
か
ら
総
本
山
醍
醐
寺
研
修
棟
で
開
催
。
総
務
部
、
教

学
部
、
財
務
部
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
宗
務
伝
達
事
項
が
報
告
さ
れ
、

午
後
零
時
四
十
六
分
に
閉
会
し
た
。

〔
全
国
宗
務
所
長
会
出
席
者
〕

北
海
道
宗
務
所
長　
　
　

観
音
寺　
　
　
　

佐
々
木
康
勝

山
形
北
部
宗
務
所
長　
　

龍
寳
院　
　
　
　

最
上　

神
司

山
形
南
部
宗
務
所
長　
　

瑞
光
寺　
　
　
　

藤
田　

宥
宣

新
潟
宗
務
所
長　
　
　
　

不
動
院　
　
　
　

小
野　

雅
康

山
梨
宗
務
所
長　
　
　
　

玄
法
院　
　
　
　

坂
本　

正
文

静
岡
宗
務
所
長　
　
　
　

福
昌
院　
　
　
　

天
野　

智
文

三
河
東
部
宗
務
所
長　
　

快
泉
院　
　
　
　

三
宅　

俊
充

三
河
西
部
宗
務
所
長　
　

藥
證
寺　
　
　
　

松
山　

芳
道

尾
張
宗
務
所
長　
　
　
　

寳
珠
院　
　
　
　

水
野　

秀
海

岐
阜
宗
務
所
長　
　
　
　

玉
性
院　
　
　
　

玉
護　

雅
秀

三
重
宗
務
所
長　
　
　
　

滝
谷
山
不
動
院　

服
部　

秀
快

京
都
宗
務
所
長　
　
　
　

文
殊
院　
　
　
　

山
田　

行
圓

奈
良
宗
務
所
長　
　
　
　

東
福
寺　
　
　
　

村
岸　

定
光

大
阪
宗
務
所
長　
　
　
　

金
剛
寺　
　
　
　

谷
本　

俊
弘

兵
庫
宗
務
所
長　
　
　
　

大
行
院　
　
　
　

上
林　

孝
仁

美
作
宗
務
所
長　
　
　
　

金
龍
寺　
　
　
　

中
井　

宏
昌

備
前
宗
務
所
長　
　
　
　

金
剛
寺　
　
　
　

菅
野　

舜
仁

備
中
宗
務
所
長（
欠
席
）　

西
光
寺　
　
　
　

黒
山　

良
淳

広
島
宗
務
所
長　
　
　
　

明
光
寺　
　
　
　

村
上　

公
明

山
口
宗
務
所
長　
　
　
　

地
蔵
院　
　
　
　

河
島　

法
照

鳥
取
宗
務
所
長　
　
　
　

青
龍
寺    　
　

  

城
光
寺
照
進

島
根
宗
務
所
長　
　
　
　

延
命
寺　
　
　
　

福
田　

快
宥

高
知
宗
務
所
長　
　
　
　

正
法
寺　
　
　
　

小
松　

優
心

香
川
宗
務
所
長　
　
　
　

摩
尼
院　
　
　
　

中
筋　

高
照

愛
媛
宗
務
所
長　
　
　
　

蓮
生
寺　
　
　
　

森
岡　

文
雄

福
岡
宗
務
所
長　
　
　
　

阿
弥
陀
院　
　
　

浅
井　

戒
仁

大
分
宗
務
所
長　
　
　
　

海
岸
寺　
　
　
　

瀧
本　

峰
照

肥
前
宗
務
所
長　
　
　
　

圓
壽
院　
　
　
　

原　
　

峰
善

熊
本
宗
務
所
長　
　
　
　

本
藏
院　
　
　
　

藏
本　

崇
正

宮
崎
宗
務
所
長　
　
　
　

天
福
寺　
　
　
　

桑
井　

大
豪

〔
内
局
側
〕

大
原
弘
敬
宗
務
総
長　
　
　

仲
田
順
英
総
務
部
長

浦
郷
宜
右
教
学
部
長　
　
　

三
好
祥
徳
財
務
部
長

幹
事
・
小
暮
徹
順
総
務
課
長

午
前
十
時
着
座
。
開
会
を
前
に
座
長
選
出
が
行
な
わ
れ
、

福
岡
宗
務
所
長
の
浅
井
戒
仁
師
が
座
長
に
選
任
さ
れ
た
後
、

｢

開
会
式｣

が
行
な
わ
れ
、 

壁
瀬
宥
雅
管
長
は
次
の
よ
う
に

ご
親
諭
を
述
べ
ら
れ
た
。

親　

諭
親
諭
、
本
日
、
全
国
宗
務
所
長
会
を
招
集
致
し
ま
し
た
と

こ
ろ
、
所
長
各
位
に
は
ご
多
忙
な
中
ご
登
山
く
だ
さ
り
、
誠

に
あ
り
が
た
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

昨
年
十
一
月
、
醍
醐
寺
第
百
三
世
座
主
、
真
言
宗
醍
醐
派

第
十
一
世
管
長
の
順
和
大
僧
正
猊
下
が
ご
遷
化
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
悲
し
み
の
中
、
不
肖
、
私
が
座
主
、
管
長
へ
推
挙
さ
れ

ま
し
た
。

奇
し
く
も
本
年
は
醍
醐
寺
開
創
千
百
五
十
年
を
迎
え
る
年

で
あ
り
ま
す
。
開
山
聖
宝
理
源
大
師
の
御
心
に
添
い
、
宗
務

所
長
各
位
を
は
じ
め
、
全
教
師
と
共
に
慶
讃
大
法
要
を
無
魔

に
て
成
し
遂
げ
た
い
と
存
じ
て
お
り
ま
す
。

醍
醐
寺
は
平
安
の
昔
か
ら
今
日
ま
で
、
真
言
宗
の
中
心
的

寺
院
と
し
て
栄
え
て
ま
い
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同

時
に
戦
乱
や
災
害
に
よ
る
荒
廃
か
ら
の
復
興
の
歴
史
で
も
あ

り
ま
す
。「
応
仁
の
乱
」
の
よ
う
な
戦
乱
に
よ
っ
て
焼
失
し

た
時
、ま
た
、明
治
に
入
っ
て
起
き
た
「
廃
仏
毀
釈
」
に
よ
っ

て
領
地
の
ほ
と
ん
ど
を
失
っ
た
時
も
末
寺
と
一
体
と
な
っ
て

再
興
さ
れ
、
よ
り
輝
く
宗
団
、
本
山
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。

近
年
も
平
成
三
十
年
の
台
風
に
よ
っ
て
大
き
な
被
害
を
受

け
ま
し
た
。
中
で
も
仁
王
門
を
越
え
た
北
側
、
旧
三
宝
院
の

跡
地
は
ほ
と
ん
ど
の
樹
木
が
倒
れ
、
無
残
な
姿
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。
ま
ず
は
、桜
を
中
心
に
植
樹
を
施
し
、大
勢
の
人
々

の
笑
顔
が
集
う
「
法
流
の
杜
」
と
し
て
再
生
致
し
ま
す
の
で
、

皆
様
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

こ
の
事
業
を
進
め
る
に
は
、
宗
団
と
本
山
が
よ
り
緊
密
に

な
る
必
要
性
を
感
じ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、『
宗

制
』
や
『
宗
規
』
の
見
直
し
も
必
要
と
考
え
、
大
原
宗
務
総

長
の
も
と
で
検
討
を
進
め
て
お
り
ま
す
。

最
後
と
な
り
ま
し
た
が
、
皆
様
の
ご
健
勝
を
願
い
、
親
諭

と
致
し
ま
す
。

令
和
六
年
五
月
十
三
日

　
　
　
　

真
言
宗
醍
醐
派
管
長

大
僧
正　

壁
瀬　

宥
雅

令
和
六
年
五
月
十
三
日

令
和
六
年
度
全
国
宗
務
所
長
会
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座
長
答
辞

浅
井
座
長
＝
こ
の
度
の
総
本
山
醍
醐
寺
第
百
四
世
座
主
就

任
、
誠
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
三
十
年
前
、
私
が
院

生
の
こ
ろ
に
梵
字
悉
曇
の
ご
教
授
を
賜
っ
て
以
来
、
財
務
部

長
、
宗
務
総
長
と
大
変
お
世
話
に
な
り
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
、
ま
た
管
長
と
し
て
私
共
を
お
導
き
の

ほ
ど
、
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

本
日
、
全
国
宗
務
所
長
会
に
当
た
り
、
醍
醐
寺
開
創

千
百
五
十
年
慶
讃
事
業
と
そ
れ
に
纏
わ
る
こ
と
、
ま
た
宗
務

総
長
か
ら
の
施
政
方
針
、
総
務
、
教
学
、
財
務
部
長
よ
り
各

重
要
案
件
の
ご
報
告
を
し
っ
か
り
と
私
達
所
長
が
理
解
し
、

持
ち
帰
り
ま
し
て
所
下
寺
院
に
伝
達
す
る
こ
と
を
お
約
束
致

し
ま
す
。
本
日
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

─
管
長
猊
下
、
ご
退
席
─

―
浅
井
座
長
、
座
長
席
へ
─

─
各
宗
務
所
長
の
自
己
紹
介
―

大
原
宗
務
総
長
＝
全
国
の
宗
務
所
長
の
皆
さ
ま
方
に
お
か

れ
ま
し
て
は
、
常
日
頃
よ
り
宗
団
発
展
の
た
め
に
、
ご
理
解

ご
協
力
を
賜
っ
て
お
り
ま
す
こ
と
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、令
和
五
年
十
一
月
十
日
、醍
醐
寺
第
百
三
世
座
主
・

仲
田
順
和
猊
下
が
ご
遷
化
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、

令
和
五
年
十
二
月
八
日
、
午
後
二
時
よ
り
座
主
推
薦
委
員
会

が
開
催
さ
れ
、
全
委
員
出
席
の
下
、
全
会
一
致
で
壁
瀬
宥
雅

執
行
長
を
第
百
四
世
座
主
に
推
挙
致
し
ま
し
た
。
定
め
に
よ

り
、
醍
醐
寺
座
主
は
真
言
宗
醍
醐
派
管
長
、
大
本
山
三
宝
院

門
跡
を
兼
務
致
し
ま
す
。
同
日
付
で
就
任
さ
れ
ま
し
た
。

壁
瀬
座
主
就
任
に
伴
い
、『
宗
教
法
人
醍
醐
寺
規
則
』
第

十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
不
肖
、
私
が
執
行
長
の
任

命
を
受
け
、
さ
ら
に
『
宗
制
』『
宗
規
』
の
定
め
に
よ
り
宗

務
総
長
の
大
任
を
拝
し
ま
し
た
。
元
よ
り
浅
学
非
才
、
凡
庸

の
身
に
て
そ
の
任
で
は
な
い
こ
と
は
弁
え
て
お
り
ま
す
が
、

そ
の
任
を
受
け
た
以
上
、
粉
骨
砕
身
、
精
進
努
力
し
て
、
座

主
・
管
長
猊
下
の
信
に
応
え
て
ま
い
る
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す

の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

―
報
告
事
項
―
（
資
料
参
照
）

施
政
方
針

私
の
大
き
な
目
標
と
し
て
、
醍
醐
寺
、
醍
醐
派
の
改
革
が

ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
不
撓
不
屈
の
精
神
で
不

惜
身
命
を
貫
く
覚
悟
で
ご
ざ
い
ま
す
。
継
続
性
と
一
貫
性
を

お
っ
し
ゃ
る
方
も
あ
り
ま
す
が
、
今
、
必
要
な
こ
と
は
変
革

で
あ
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
意
識
改
革
し
、
固
定
観
念
へ

の
捕
わ
れ
を
打
破
し
、
ど
ん
ど
ん
変
え
ら
れ
る
こ
と
は
変
え

て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

醍
醐
寺
の
規
則
、醍
醐
派
の
『
宗
制
』『
宗
規
』
の
見
直
し
。

現
代
社
会
に
即
応
で
き
る
よ
う
な
規
則
に
し
て
い
く
た
め
の

委
員
会
の
立
ち
上
げ
、
並
び
に
制
度
審
議
委
員
会
を
開
催
し

ま
す
。

財
政
再
建
に
対
し
て
は
、
慢
性
的
財
政
難
か
ら
の
脱
却
、

収
益
構
造
の
問
題
点
を
精
査
し
て
い
き
ま
す
。
リ
ス
ク
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
す
る
こ
と
で
、
こ
の
危
機
を
脱
却
し
て
い
き
ま
す
。

宗
費
の
抜
本
的
見
直
し
を
検
討
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の
件

は
、
大
変
デ
リ
ケ
ー
ト
な
案
件
で
す
の
で
、
委
員
会
を
立
ち

上
げ
、
皆
様
に
納
得
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
複
数
年
か
け
て

慎
重
審
議
を
重
ね
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。
末
寺
の
皆
様
の
願
い
が
反
映
さ
れ
る
た
め
の
事
業
計

画
と
そ
れ
に
伴
う
予
算
書
を
作
成
し
、
宗
費
の
根
拠
を
明
確

に
し
て
い
く
つ
も
り
で
す
。
醍
醐
派
の
更
な
る
飛
躍
の
た
め

に
も
避
け
て
通
れ
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と

ご
協
力
を
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

仲
田
総
務
部
長
＝
総
務
部
報
告
（
資
料
参
照
）

浦
郷
教
学
部
長
＝
教
学
部
報
告
（
資
料
参
照
）

三
好
財
務
部
長
＝
財
務
部
報
告
（
資
料
参
照
）

─
醍
醐
寺
開
創
千
百
五
十
年
関
係
報
告
─

仲
田
総
務
部
長

・�

団
参
案
内
、
宗
内
特
別
功
労
表
彰
式
、
法
流
の
杜
進
捗

状
況
の
報
告
。

三
好
財
務
部
長

・�

令
和
五
年
度
の
醍
醐
寺
開
創
千
百
五
十
年
勧
募
の
義
納

金
納
入
額
の
報
告
。（
三
千
四
百
七
十
万
五
千
四
百
八
十
四

円
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
現
在
）

─
午
前
十
一
時
三
十
七
分
か
ら

午
前
十
一
時
四
十
五
分
ま
で
休
憩
─

質
疑
応
答

中
筋
香
川
宗
務
所
長

・�『
神
変
』
別
冊
に
お
い
て
昨
年
の
臨
時
宗
会
と
宗
務
所

長
会
に
お
い
て
勧
募
金
の
了
承
を
得
て
い
る
と
記
載
が

あ
る
。
七
月
十
一
日
の
宗
務
所
長
会
議
で
は
質
疑
応
答

は
行
な
わ
れ
た
が
早
々
に
閉
会
さ
れ
た
よ
う
な
状
況
で
、

了
解
を
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
な
ぜ
こ
の
よ

う
な
文
面
に
な
っ
た
の
か
。

・�

宗
務
所
長
会
の
議
事
要
録
も
約
一
年
が
経
過
し
よ
う
と

し
て
い
る
の
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
の
は
な
ぜ
か
。

・�

責
任
役
員
任
命
申
請
書
、
総
代
委
嘱
申
請
書
の
切
り
取

り
線
以
下
に
ス
ペ
ー
ス
が
無
い
と
宗
務
所
長
印
が
押
し

難
い
。
空
白
部
分
を
広
げ
て
欲
し
い
と
何
年
も
要
望
し

て
い
る
が
聞
き
入
れ
て
も
ら
え
な
い
。
今
後
は
対
応
し

て
も
ら
い
た
い
。

・�

本
山
の
手
間
に
な
ら
な
い
よ
う
に
作
成
し
た
個
人
情
報

の
入
っ
た
資
料
が
担
当
者
に
届
か
ず
粗
末
に
扱
わ
れ
て

い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
こ
れ
か
ら
は
担
当
者
に
渡
る

よ
う
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

・�

昨
年
の
七
月
十
一
日
の
宗
務
所
長
会
に
お
い
て
、
観
音

堂
、
下
伽
藍
の
寄
進
の
報
告
が
未
発
表
で
何
に
使
用
し

た
か
分
か
ら
な
い
。
事
業
途
中
で
あ
れ
ば
、
中
間
報
告

等
で
現
状
報
告
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

大
原
宗
務
総
長

・�

勧
募
に
関
し
て
は
宗
会
で
議
決
し
、
そ
の
件
を
宗
務
所

長
会
で
ご
説
明
し
た
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
が
、
そ
の
よ

う
な
こ
と
は
無
か
っ
た
の
で
こ
の
場
を
借
り
て
お
詫
び

し
、
訂
正
す
る
。

・�

議
事
録
に
つ
い
て
は
、
担
当
者
に
よ
れ
ば
、
テ
ー
プ
起

こ
し
作
業
に
非
常
に
時
間
が
掛
か
る
。
録
音
設
備
も
旧
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式
で
あ
る
こ
と
等
も
含
め
遅
く
な
る
原
因
と
な
っ
て
い

る
。
ま
た
、
全
文
を
『
神
変
』
に
掲
載
す
る
こ
と
に
よ

り
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
増
え
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
も
時
間

を
要
す
る
一
因
に
な
っ
て
い
る
。
間
を
抜
い
て
簡
潔
に

掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
も
っ
と
早
く
お
手
元
に
届

け
る
こ
と
が
で
き
る
。
寺
務
所
職
員
も
不
足
し
て
お
り
、

担
当
者
は
一
名
で
議
事
録
作
成
に
膨
大
な
時
間
を
要
し

て
い
る
。
限
ら
れ
た
人
員
で
業
務
を
行
な
っ
て
お
り
、

遅
滞
に
つ
い
て
は
お
詫
び
す
る
。

・�

責
任
役
員
任
命
申
請
書
、
総
代
委
嘱
申
請
書
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
も
担
当
者
に
確
認
し
た
が
、
現
在
の
と
こ
ろ

書
類
の
体
裁
は
変
更
し
難
い
。
変
更
す
る
に
は
経
費
も

掛
か
る
。
ご
理
解
を
い
た
だ
き
た
い
。

・�

個
人
情
報
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、
貴
重
な
書
類
が

紛
失
す
る
こ
と
が
無
い
よ
う
に
す
る
。

・�

観
音
堂
、
下
伽
藍
の
寄
進
の
報
告
等
に
つ
い
て
は
、
過

去
の
こ
と
は
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
が
、
今
後
は
事
業

別
に
全
て
会
計
を
出
す
の
で
、
誰
が
見
て
も
す
ぐ
に
分

か
る
よ
う
な
形
に
変
え
て
い
き
た
い
。

中
筋
香
川
宗
務
所
長

・�

議
事
録
に
つ
い
て
全
文
を
起
こ
す
の
は
大
変
な
の
で
、

要
点
を
絞
っ
た
も
の
で
作
成
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
良
い
。

・�

申
請
書
式
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
全
て
外
注
に
し
て
い

る
か
ら
費
用
が
掛
か
る
。
あ
る
程
度
寺
務
所
職
員
で
も

修
正
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
け
ば
良
い
の
で
は
な
い
か
。

大
原
宗
務
総
長
＝
申
請
書
式
の
変
更
等
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
か
ら
担
当
と
協
議
し
な
が
ら
努
力
し
て
い
き
た
い
。

浅
井
座
長
＝
議
事
要
録
に
つ
い
て
、
こ
れ
か
ら
は
報
告
書

の
よ
う
な
掲
載
で
良
い
と
い
う
方
の
挙
手
を
求
め
た
い
。

─
各
所
長
挙
手
─

浅
井
座
長
＝
賛
成
多
数
と
い
う
こ
と
で
今
後
は
そ
の
よ
う

に
対
応
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

大
原
宗
務
総
長
＝
ご
理
解
を
い
た
だ
き
感
謝
し
た
い
。
音

声
は
保
管
し
て
い
る
の
で
細
か
く
知
り
た
い
方
は
本
庁
へ
来

て
い
た
だ
き
た
い
。

森
岡
愛
媛
宗
務
所
長
＝
香
川
宗
務
所
に
は
失
礼
だ
が
、
事

務
的
な
こ
と
を
ア
ド
バ
イ
ス
す
る
よ
う
な
質
疑
応
答
で
は
な

く
、
各
宗
務
所
長
が
全
体
と
し
て
皆
が
聞
い
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
よ
う
な
質
疑
応
答
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
座

長
に
も
そ
の
よ
う
に
議
事
を
運
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。

今
回
か
ら
質
疑
は
事
前
に
返
信
用
紙
で
提
出
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い
た
が
、
宗
務
総
長
は
確
認
さ
れ
た
の
か
。

大
原
宗
務
総
長
＝
確
認
し
て
い
る
。
少
し
議
事
の
流
れ
が

お
か
し
く
な
っ
た
が
、
宗
務
所
所
長
会
は
、
宗
会
で
の
議
決

事
項
を
末
寺
の
皆
様
に
お
伝
え
し
、
不
明
な
と
こ
ろ
に
応
え

る
の
が
本
来
で
あ
る
。
次
回
か
ら
は
こ
の
よ
う
な
事
に
な
ら

な
い
よ
う
に
考
え
る
。
皆
様
の
貴
重
な
ご
意
見
を
本
山
に
寄

せ
て
い
た
だ
き
、
反
映
し
て
い
き
た
い
。

森
岡
愛
媛
宗
務
所
長
＝
責
任
役
員
任
命
、
総
代
委
嘱
に
つ

い
て
、
任
期
満
了
し
て
い
て
も
更
新
を
し
な
い
寺
院
が
あ
る
。

長
く
更
新
し
て
い
な
く
て
も
遡
っ
て
の
更
新
料
が
請
求
さ
れ

て
い
な
い
。
真
面
目
に
任
期
満
了
毎
に
更
新
料
を
納
め
て
い

る
寺
院
と
の
平
等
性
が
な
い
。
こ
の
件
に
つ
い
て
昨
年
も
質

問
し
た
が
、
本
庁
で
審
議
さ
れ
た
の
か
。

大
原
宗
務
総
長
＝
次
回
の
臨
時
宗
会
に
お
い
て
審
議
し
た

い
。
規
則
上
、
本
庁
だ
け
で
決
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

村
上
広
島
宗
務
所
長
＝
役
員
の
更
新
に
つ
い
て
、
本
庁
か

ら
「
責
任
役
員
と
総
代
に
同
一
人
物
が
登
録
さ
れ
て
い
る
。

次
回
か
ら
は
別
の
方
に
す
る
よ
う
に
」
と
言
わ
れ
た
。
地
方

で
は
過
疎
化
、
高
齢
化
が
進
み
、
責
任
役
員
、
総
代
を
全
て

別
の
方
に
お
願
い
す
る
の
は
難
し
い
寺
院
も
あ
る
。
こ
の
ま

ま
で
は
親
戚
や
法
類
の
方
を
入
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
公
益

性
か
ら
考
え
る
と
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
。
本
庁

の
お
考
え
を
伺
い
た
い
。

仲
田
総
務
部
長
＝
規
則
に
は
責
任
役
員
と
総
代
に
つ
い
て

同
一
人
物
は
任
命
で
き
な
い
と
は
書
い
て
い
な
い
が
、
役
割

が
違
う
の
で
常
識
の
範
囲
で
別
の
人
物
を
選
ん
で
い
た
だ
き

た
い
。
し
か
し
、
時
代
の
変
化
と
共
に
、
名
前
で
通
す
書
類

よ
り
も
実
態
に
合
っ
た
書
類
を
通
す
こ
と
が
宗
教
法
人
を
守

る
こ
と
に
も
な
る
。

本
庁
と
し
て
は
規
則
変
更
を
し
て
役
員
の
人
数
の
削
減
を

し
て
い
た
だ
き
た
い
。
同
一
人
物
で
も
良
い
か
ど
う
か
は
他

宗
派
の
規
則
も
見
な
が
ら
継
続
的
に
考
え
て
い
き
た
い
。

上
林
兵
庫
宗
務
所
長
＝
関
連
に
な
る
が
、
任
期
途
中
で
責

任
役
員
が
死
亡
し
た
場
合
、
次
の
任
期
満
了
日
ま
で
は
ど
の

よ
う
に
す
れ
ば
良
い
か
。

仲
田
総
務
部
長
＝
責
任
役
員
は
定
数
を
揃
え
る
必
要
が
あ

る
の
で
、
任
期
途
中
の
場
合
は
残
任
期
間
で
申
請
し
て
い
た

だ
く
。
次
の
任
期
満
了
ま
で
期
間
が
近
い
場
合
は
本
庁
に
お

問
合
せ
い
た
だ
き
た
い
。

服
部
三
重
宗
務
所
長
＝
醍
醐
寺
開
創
千
百
五
十
年
の
勧
募

に
つ
い
て
、
僧
階
昇
補
の
越
級
が
で
き
る
の
か
。
ま
た
、
寺

院
で
勧
募
金
を
納
め
た
場
合
、
僧
階
昇
補
の
対
象
者
は
住
職

の
み
と
い
う
こ
と
だ
が
、
師
弟
に
つ
い
て
は
寺
院
で
の
勧
募

金
で
昇
補
で
き
な
い
の
か
。
ま
た
昇
補
金
額
の
一
覧
が
あ
れ

ば
送
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

仲
田
総
務
部
長
＝
寺
院
の
観
募
金
で
住
職
以
外
の
昇
補
は

で
き
な
い
。
昇
補
金
額
の
一
覧
に
つ
い
て
は
準
備
さ
せ
て
い

た
だ
く
。
団
体
参
拝
の
案
内
も
あ
る
の
で
、
合
わ
せ
て
直
轄

寺
院
、
非
住
職
教
師
に
も
送
付
す
る
。

浅
井
座
長
＝
僧
階
昇
補
希
望
者
の
提
出
期
限
は
あ
る
の
か
。

仲
田
総
務
部
長
＝
特
に
は
決
ま
っ
て
い
な
い
が
、
で
き
る

だ
け
十
一
月
十
六
日
の
中
日
法
要
ま
で
に
ご
提
出
い
た
だ
き

た
い
。
中
日
法
要
日
以
降
に
提
出
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、

宗
会
等
で
も
諮
り
対
応
を
決
め
て
い
き
た
い
。

小
野
新
潟
宗
務
所
長
＝
新
潟
宗
務
所
は
今
年
度
の
義
納
金

を
振
り
込
ん
だ
際
に
、
別
紙
で
各
寺
院
の
納
入
金
額
一
覧
表
、

希
望
待
遇
等
を
提
出
し
て
い
る
が
、
先
ほ
ど
の
お
話
で
は
、
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も
う
一
度
同
様
の
内
容
で
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
。

仲
田
総
務
部
長
＝
宗
務
所
と
し
て
提
出
し
て
い
た
だ
い
て

い
る
場
合
は
再
提
出
の
必
要
は
な
い
。
非
住
職
教
師
、
直
轄

寺
院
で
未
提
出
の
と
こ
ろ
が
対
象
の
話
で
あ
る
。

中
筋
香
川
宗
務
所
長
＝
現
在
、
寺
院
が
醍
醐
派
所
属
で
あ

る
が
、
住
職
が
亡
く
な
っ
た
時
に
他
派
の
僧
侶
が
住
職
に
な

る
こ
と
を
醍
醐
派
で
は
認
め
て
い
な
い
。
他
宗
派
で
は
で
き

る
よ
う
だ
。
今
後
、
住
職
が
減
っ
て
い
く
中
で
檀
家
に
と
っ

て
は
他
派
寺
院
の
住
職
で
も
近
隣
の
顔
を
知
っ
て
い
る
方
の

ほ
う
が
安
心
で
あ
る
。
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
教

師
賦
課
金
や
寺
院
宗
費
も
入
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
、

醍
醐
派
に
お
い
て
も
、
他
派
の
寺
院
住
職
で
あ
っ
て
も
醍
醐

派
所
属
の
寺
院
の
兼
務
を
認
め
る
よ
う
に
考
え
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
時
期
に
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

仲
田
総
務
部
長
＝
す
で
に
特
別
な
事
情
が
あ
る
寺
院
に
つ

い
て
は
対
応
し
て
い
る
。
宗
務
所
長
に
責
任
役
員
に
入
っ
て

い
た
だ
く
等
で
醍
醐
派
と
の
繋
が
り
が
無
く
な
ら
な
い
よ
う

に
す
る
措
置
は
し
て
い
る
。

あ
く
ま
で
も
個
別
の
臨
時
対
応
な
の
で
、
今
後
は
宗
会
に

諮
っ
て
可
能
か
ど
う
か
明
確
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考

え
る
。
現
在
、
同
様
の
事
情
で
住
職
を
入
れ
た
い
寺
院
が
あ

れ
ば
個
別
に
対
応
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

中
筋
香
川
宗
務
所
長
＝
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
有
難
い
。

今
後
も
対
応
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

河
島
山
口
宗
務
所
長
＝
役
員
名
簿
に
つ
い
て
、
宗
務
所
で

も
役
員
を
揃
え
る
よ
う
に
指
導
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ

る
が
、
宗
務
所
下
寺
院
の
役
員
の
任
期
満
了
に
つ
い
て
一
昨

年
は
一
覧
を
い
た
だ
い
た
が
、
昨
年
は
無
か
っ
た
。
寺
院
に

よ
っ
て
任
期
期
間
は
異
な
る
。
ま
た
、
責
任
役
員
と
総
代
の

任
期
期
間
が
異
な
る
寺
院
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、

毎
年
、
任
期
満
了
の
一
覧
を
い
た
だ
け
る
と
有
難
い
。

仲
田
総
務
部
長
＝
積
極
的
に
役
員
更
新
を
進
め
て
く
だ
さ

る
と
い
う
こ
と
で
、
有
難
い
。
今
後
は
一
覧
を
送
る
よ
う
に

し
た
い
。

最
上
山
形
北
部
宗
務
所
長
＝
宗
務
所
下
寺
院
は
十
二
ヶ
寺

あ
る
が
、
そ
の
内
一
ヶ
寺
が
長
く
無
住
の
状
態
で
あ
り
、
地

域
で
護
持
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
寺
族
も
続
け
て
い
く
意

志
が
な
い
の
で
宗
務
所
の
ほ
う
で
解
散
等
の
手
続
き
を
行

な
っ
て
欲
し
い
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
勝
手
に
解
散
や
財
産

処
分
が
で
き
な
い
。
当
該
寺
院
に
つ
い
て
は
宗
費
免
除
の
申

請
を
し
て
い
る
。

ま
た
、
今
回
の
醍
醐
寺
開
創
千
百
五
十
年
の
慶
讃
勧
募
に

つ
い
て
各
寺
院
に
義
納
金
の
納
め
方
、
希
望
待
遇
を
問
い
合

わ
せ
た
時
に
返
事
が
来
な
か
っ
た
寺
院
が
あ
っ
た
の
で
、

伺
っ
て
み
る
と
住
職
は
行
方
不
明
に
な
っ
て
い
た
が
寺
院
は

残
っ
て
い
る
。
地
域
の
方
と
話
す
と
、
ず
っ
と
地
元
に
あ
っ

た
お
寺
な
の
で
、
で
き
る
限
り
の
こ
と
は
す
る
が
、
そ
れ
以

上
の
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

そ
う
い
う
寺
院
が
多
く
あ
り
、
後
継
者
不
足
も
重
な
っ
て
、

山
形
北
部
宗
務
所
下
寺
院
は
早
く
て
五
年
、
遅
く
て
も
十
年

後
に
は
四
ヶ
寺
か
五
ヶ
寺
に
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。

そ
う
な
る
と
名
前
は
残
っ
て
い
る
が
住
職
不
在
の
所
下
寺
院

は
宗
費
免
除
の
申
請
を
出
す
こ
と
に
な
る
。

本
山
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
方
針
や

案
を
お
考
え
で
あ
れ
ば
伺
い
た
い
。

仲
田
総
務
部
長
＝
宗
教
法
人
の
存
続
は
全
国
的
な
問
題
に

な
っ
て
い
る
。
細
か
い
と
こ
ろ
は
個
別
に
相
談
さ
せ
て
い
た

だ
く
。
特
に
解
散
に
つ
い
て
は
財
産
が
残
っ
て
い
る
場
合
、

本
庁
で
勝
手
に
で
き
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。

一
番
良
い
解
散
方
法
は
所
轄
庁
に
解
散
命
令
を
出
し
て
も

ら
う
こ
と
で
あ
る
が
都
道
府
県
や
担
当
者
に
よ
っ
て
バ
ラ
つ

き
が
あ
る
。

寺
院
宗
費
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
か
ら
見
直
し
を
行
な
っ
て

い
く
の
で
、
対
応
を
議
論
し
て
い
き
た
い
。
不
明
な
点
、
ご

要
望
が
あ
れ
ば
本
庁
に
問
い
合
わ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

最
上
山
形
北
部
宗
務
所
長
＝
一
気
に
寺
院
数
が
減
る
わ
け

で
は
な
く
徐
々
に
減
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
思
う
。
本
庁

に
対
応
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
た
い
。

─
質
疑
応
答
、
終
了
─

―
午
後
零
時
四
十
分
よ
り
閉
会
式
―

─
管
長
猊
下
ご
臨
席
─

─
御
法
楽
─

管
長
猊
下
ご
挨
拶

本
日
、
宗
務
所
長
会
を
開
催
致
し
ま
し
て
、
所
長
の
皆
様

に
は
ご
多
忙
の
中
ご
参
集
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
、
あ
り
が

た
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

先
般
の
宗
会
に
お
い
て
決
ま
り
ま
し
た
こ
と
を
、
皆
様
方

に
ご
伝
達
を
し
ま
し
た
。
こ
の
方
針
に
従
っ
て
よ
ろ
し
く
お

願
い
致
し
ま
す
。

ま
た
、
何
よ
り
も
今
年
は
十
一
月
に
醍
醐
寺
開
創

千
百
五
十
年
慶
讃
大
法
要
が
ご
ざ
い
ま
す
。
五
日
間
の
法
要

が
立
派
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。
皆
様

方
に
も
ご
協
力
を
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ぜ
ひ
各
法

要
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
務
所
か
ら
皆
様
に
ご
参
集
い
た
だ
き

た
い
と
念
願
し
て
い
ま
す
。

本
日
は
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

宗
務
総
長
挨
拶

大
原
宗
務
総
長
＝
各
宗
務
所
長
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

長
時
間
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
皆
様
方
か
ら

賜
り
ま
し
た
貴
重
な
ご
意
見
を
反
映
で
き
る
よ
う
に
、
努
力

精
進
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
今
後
共
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し

ま
す
。
簡
単
で
す
が
御
礼
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

小
暮
幹
事
＝
以
上
を
も
ち
ま
し
て
真
言
宗
醍
醐
派
全
国
宗

務
所
長
会
閉
会
式
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
皆
様
に

お
か
れ
ま
し
て
は
、
長
座
に
亘
り
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

―
午
後
零
時
四
十
六
分
、
終
了
─
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　　 別冊　宗派だより　令和７年３月号

資
料
１　

報
告
事
項

一
、
弘
法
大
師
御
誕
生
千
二
百
五
十
年
慶
讃
法
要　
　
　
　
　
（　

資
料
５
参
照　

）

二
、
弘
法
大
師
御
誕
生
千
二
百
五
十
年
慶
讃
法
要　
　
　
　
　
（　
　
　

〃　
　
　

）

三
、
第
五
十
五
回
密
教
教
化
賞
授
賞
式　
　
　
　
　
　
　
　
　
（　
　
　

〃　
　
　

）

四
、
遍
照
心
院
順
和
大
僧
正
の
ご
報
告

　
　
　

令
和
五
年
十
一
月　

十
日　
　

ご
遷
化

　
　
　
　

〃　

十
一
月
十
二
日　
　

通
夜

　
　
　
　

〃　

十
一
月
十
三
日　
　

密
葬

　
　
　
　

〃　

十
二
月
十
七
日　
　

満
中
陰

　
　
　

令
和
六
年
二
月
二
十
七
日　
　

百
箇
日
法
要
並
び
に
納
骨
式

五
、
総
本
山
醍
醐
寺
第
百
四
世
座
主　

壁
瀬
宥
雅
大
僧
正
晋
山
式

　
　
　

令
和
六
年
五
月
三
十
日　
　
　
（
執
行
予
定
）

　
　

総
本
山
醍
醐
寺
第
百
四
世
座
主　

壁
瀬
宥
雅
大
僧
正
入
山
式

　
　
　

令
和
六
年
一
月
二
十
二
日　

午
前
十
時
三
十
分

　
　
　

歴
代
座
主
報
告
参
拝　

三
宝
院
弥
勒
堂　
　
　

入
山
お
待
受
け
挨
拶　

三
宝
院
表
書
院

　
　
　

第
百
三
世
順
和
大
僧
正
焼
香　
　

三
宝
院
奥
居
間

　
　
　

入
山
報
告
法
要　
　
　
　
　
　
　

伽
藍
金
堂

六
、
全
真
言
宗
青
年
連
盟
第
四
十
四
回
結
集
醍
醐
大
会　
　
　
（　

資
料
６
参
照　

）

七
、
醍
醐
寺
開
創
千
百
五
十
年
法
要　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（　
　
　

〃　
　
　

）

　
　

記
念
事
業
に
つ
い
て

　
　

・「
金
堂
の
西
側
、
旧
灌
頂
院
跡
地
を
含
む
旧
三
宝
院
跡
地
を
「
法
流
の
杜
」
と
し
て
整
備
。

　
　

・
桜
の
馬
場
の
土
の
入
れ
替
え
と
植
樹
。

　
　

・
霊
宝
館
の
空
調
シ
ス
テ
ム
の
改
修
。

　
　

・
上
醍
醐
の
再
興
。

　
　

・
三
宝
院
聖
天
堂
屋
根
の
復
旧
工
事
。

八
、
醍
醐
寺
ア
カ
デ
ミ
ー
に
つ
い
て

　
　

し
ば
ら
く
活
動
を
停
止
と
す
る
。

　
　

�

シ
ン
プ
ル
に
「
醍
醐
寺
の
歴
史
と
文
化
」
を
学
ん
で
い
た
だ
く
「
醍
醐
寺
オ
ー
プ
ン
テ
ン
プ
ル
」（
名

前
は
変
更
す
る
可
能
性
あ
り
）
の
み
を
継
続
し
て
い
く
。

九
、五
大
力
尊
仁
王
会
に
つ
い
て

　
　

令
和
六
年
二
月
二
十
三
日　
　

醍
醐
寺　

金
堂
に
て
執
行
。

　
　

当
日
は
仁
王
会
法
要
を
終
日
お
こ
な
っ
た
。
ま
た
、
昨
年
好
評
で
あ
っ
た
金
堂
内
特
別
内
拝

　
　

に
加
え
、
金
堂
内
特
別
参
座
席
を
設
け
、
御
祈
願
を
お
こ
な
っ
た
。

十
、
宗
団
の
財
政
に
つ
い
て

　
　

健
全
な
財
政
運
営
の
た
め
に
は
、
宗
費
の
検
証
が
必
要
。
事
業
計
画
の
見
直
し
を
図
る
。

十
一
、
伝
法
学
院
報
告

　
　

令
和
五
年
度
は
七
名
が
入
学
。
加
行
を
成
満
し
、
令
和
六
年
一
月
二
十
六
日
、
伝
法
灌
頂
を

　
　

無
魔
成
満
。
令
和
六
年
度
は
五
月
七
日
に
四
名
が
入
学
し
て
お
り
ま
す
。

　
　

変
更
事
項
と
し
て

　
　

・
五
月
入
学
を
四
月
入
学
、
四
月
卒
業
を
三
月
卒
業
に
変
更
。

　
　

・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
「
小
型
車
両
系
建
設
機
械
」
資
格
取
得
を
加
え
る
。

　
　

・
二
週
間
に
一
回
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
休
み
を
取
ら
せ
る
。（
加
行
期
を
除
く
）

十
二
、
宗
教
法
人
法
の
理
解

　
　

�

日
本
社
会
に
お
い
て
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
が
重
要
視
さ
れ
て
久
し
く
、
成
熟
し
た
社
会
に
お
い
て

法
令
遵
守
、
少
し
の
妥
協
も
許
さ
れ
な
い
状
況
で
す
。
す
べ
て
の
宗
教
法
人
が
『
宗
教
法
人
法
』

を
理
解
し
、
義
務
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

詳
細
は
、（　

資
料
２
、４
参
照　

）

十
三
、
醍
醐
寺
の
報
告

　
　

�

福
祉
事
業　

醍
醐
寺
境
内
南
の
空
き
地
を
活
用
し
た
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
は
足
掛
け
十
二
年
目
に
な

り
、
順
調
に
推
移
し
て
い
る
。

　
　
「
醍
醐
寺
国
宝
展
」
大
阪
中
之
島
美
術
館　

寺
宝
約
九
十
八
点
出
陳
予
定
。

　
　

詳
細
は
、（　

資
料
６
参
照　

）

資
料
２　

令
和
六
年
度
総
務
部
基
本
方
針
と
実
務
計
画

　
〇
基
本
方
針

①
宗
教
法
人
と
し
て
の
こ
れ
か
ら
の
社
会
の
変
化
へ
の
対
応

・
義
務
の
遂
行
。

　

法
人
備
え
付
け
書
類
の
徹
底
。（
役
員
名
簿
の
発
送
、
役
員
任
期
に
伴
う
申
請
）

　

所
轄
庁
へ
の
提
出
書
類
の
義
務
と
本
山
へ
の
提
出
の
義
務
。

・
公
益
性
の
あ
る
法
人
と
し
て
の
役
割
、
社
会
性
、
地
域
性
の
あ
る
活
動
。

・
法
流
の
継
承
・
祈
り
の
継
承　

心
の
拠
り
所
と
し
て
の
寺
院
、
教
会
の
重
要
性
。

②
不
活
動
活
動
法
人
対
策
と
後
継
者
問
題
、
未
来
の
宗
教
法
人
の
あ
り
方
へ
の
対
応

・
不
活
動
法
人
を
含
む
、
実
態
の
把
握
。

・
宗
務
所
と
の
協
力
、
研
修
会
へ
の
参
加
、
諸
制
度
審
議
会
。

・
賦
課
金
未
納
者
対
策
。

・
責
任
役
員
、
総
代
の
任
命
の
徹
底
。（
手
数
料
問
題
含
む
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

→
手
数
料
未
納
者
を
な
く
す
た
め
の
請
求
の
徹
底
。

・
後
継
者
問
題
と
さ
ら
に
増
え
る
と
思
わ
れ
る
不
活
動
法
人
へ
の
対
応
。

・
宗
制
、
宗
規
の
見
直
し
。
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
作
成
。

③
正
し
い
情
報
の
発
信
と
共
有

・
宗
派
と
し
て
の
迅
速
な
情
報
発
信
、
情
報
管
理
の
徹
底
と
充
実
。（
正
し
い
情
報
）



　　 別冊　宗派だより　令和７年３月号

9

総数 法人 非法人

新潟（宗）　宗教法人　愛染院 解散

新潟（宗）　宗教法人　醫王院 解散

新潟（宗）　宗教法人　來寳院 解散

京都（宗）　宗教法人　成就院 解散

愛媛（宗）　宗教法人　海雲寺 解散

福岡（宗）　宗教法人　法照寺 解散

大分（宗）　宗教法人　最勝寺 解散

愛知（直）　宗教法人　持法院 離脱

福岡（宗）　非法人　明空寺 廃止

教会数 100 45 55

除籍教会 1 0 1 大阪（直）　非法人　宝寿山無比力堂 廃止

宗務所 任命年月日

山形北部 令和5年9月10日

山形南部 令和6年4月1日

山梨 令和5年8月1日

岐阜 令和5年4月1日

三河西部 令和5年7月20日

尾張 令和6年4月1日

京都 令和5年4月1日

大阪 令和5年4月1日

美作 令和6年4月1日

愛媛 令和5年4月1日

宮崎 令和5年6月13日

金剛寺内 谷本俊弘

金龍寺内 中井宏昌

天福寺内 桑井大豪

蓮生寺内 森岡文雄

藥證寺内 松山芳道

寳珠院内 水野秀海

文殊院内 山田行圓

瑞光寺内 藤田宥宣

玄法院内 坂本正文

玉性院内 玉護雅秀

宗務所移動　(令和5年4月～現在）

宗務所所在寺院名 所長名

龍寳院内 最上神司

教
会

無主管教会　　　30 （法人 16　 非法人14）

教
師

本宗籍 1397

（寺院住職 525 ・ 非住職 872　）

令和5年4月1日～令和6年2月28日　入籍者  19名

令和5年4月1日～令和6年2月28日　除籍者　27名（死亡・辞職・僧籍削除）

修験籍 1374

（教会主管 42 ・ 修験道教師 1332　）

令和5年4月1日～令和6年2月28日　入籍者　30名

令和5年4月1日～令和6年2月28日　除籍者　30名（死亡 ・辞職）

真言宗醍醐派寺院・教会・教師数現況

（令和5年4月１日～令和6年2月29日現在）

区分 備考

寺
院

寺院数 766 710 56

宗務所下寺院  623 (法人613   非法人10）

直轄寺院        143 （法人97   非法人46）

無住寺院        137 （法人121   非法人16）

除籍寺院 9 8 1

資料３
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　　 別冊　宗派だより　令和７年３月号

資
料
４　

包
括
宗
教
法
人
台
帳
整
備
提
出
書
類

　

①
所
轄
庁
（
都
道
府
県
庁
）
提
出
書
類　

　
　
（
所
轄
庁
に
提
出
さ
れ
た
書
類
の
写
し
を
必
ず
本
庁
へ
お
送
り
く
だ
さ
い
。）

　
　

役
員
名
簿

　
　

財
産
目
録
（�

作
成
し
て
い
な
い
場
合
は
必
ず
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。
作
成
に
あ
た
っ
て
は
本
庁
で

相
談
に
応
じ
ま
す
。）

　
　

収
支
計
算
書
（�
作
成
し
て
い
な
い
場
合
は
、
寺
院
・
教
会
の
一
年
の
収
入
額
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

尚
、
作
成
に
あ
た
っ
て
は
本
庁
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。）

　　

②
法
人
登
記
簿
謄
本
（
所
轄
の
法
務
局
で
お
取
り
く
だ
さ
い
。）

　

③
法
人
規
則
（
写
し
）

　
（
お
手
元
に
な
い
場
合
は
、
所
轄
の
都
道
府
県
庁
よ
り
お
取
り
寄
せ
く
だ
さ
い
。）

　

④
法
人
代
表
印
の
印
鑑
証
明　
（
所
轄
の
法
務
局
で
お
取
り
く
だ
さ
い
。）

　

⑤
法
人
所
有
土
地
建
物
登
記
簿
謄
本　
（
所
轄
の
法
務
局
で
お
取
り
く
だ
さ
い
。）

　

⑥
寺
院
・
教
会
の
境
内
図
・
見
取
図　
（
公
共
の
道
路
を
明
示
し
て
お
書
き
く
だ
さ
い
。）

　

⑦
固
定
資
産
税
納
税
通
知
書
・
課
税
明
細
書
（
写
し
）

　
（�

市
町
村
役
所
よ
り
送
付
さ
れ
る
通
知
書
の
表
紙
と
中
に
あ
る
課
税
明
細
書
の
写
し
を
送
付
く
だ
さ
い
。

尚
、非
課
税
地
の
み
の
場
合
は
、そ
の
旨
を
記
す
と
共
に
そ
の
面
積
、用
途
を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。）

資
料
５　

令
和
五
年
度
教
学
部
事
業
報
告
書

●
研
修
・
講
習
会
関
係

◎
宗　

内

　

教
学
研
修
会
「
弘
法
大
師
御
誕
生
千
二
百
五
十
年
お
よ
び
真
言
宗
立
教
開
宗
千
二
百
年
」
記
念
講
演

　
　

令
和
五
年
八
月
三
十
日　
　

講
題
：
弘
法
大
師
空
海
と
醍
醐
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

講
師
：
種
智
院
大
学　

西
弥
生　

准
教
授

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

参
加
者
五
十
七
名

　

声
明
研
修
会　

全
三
回
開
催

　
　

令
和
五
年
九
月
十
二
日　
　
「
声
明
略
頌
文
」
を
テ
キ
ス
ト
に
し
た
基
礎
研
修

　
　

令
和
五
年
九
月
十
九
日　
　
「
中
曲
理
趣
三
昧
」
の
研
修

　
　

令
和
五
年
九
月
二
十
六
日　
「
中
曲
理
趣
三
昧
」
の
研
修
と
職
衆
所
作
法

　
　
　

講
師
：
大
阪　

大
聖
山
不
動
寺　

藤
澤
寛
秀　

住
職

　
　
　

参
加
者
二
十
八
名

　

占
学
講
習
会
～
星
の
動
き
を
読
む
基
礎
講
座
～　

静
岡
宗
務
所
と
共
同
主
催

　
　

令
和
五
年
十
一
月
八
日
～
九
日（
二
日
間
）
開
催　

一
講
義
九
十
分
×
四
部

　
　
　

会
場
：
静
岡
パ
ル
シ
ェ　

七
階　

貸
会
場

　
　
　

第
一
日
目　

午
後
：
第
一
部　

暦
の
種
類
と
歴
史
、
方
位
図
の
成
り
立
ち
と
見
方

　
　
　
　
　
　
　
　

午
後
：
第
二
部　

暦
の
読
み
方
、
干
支
と
方
位
神
の
働
き

　
　
　

第
二
日
目　

午
前
：
第
三
部　

九
星
・
六
輝
・
二
十
八
宿
の
説
明
、
成
り
立
ち
と
使
い

　
　
　
　
　
　
　
　

午
後
：
第
四
部　

暦（
星
の
動
き
）を
知
って
、自
分
の
力（
生
き
方
）の
探
し
方

　
　
　

講
師
：
兵
庫　

御
園
教
室　

御
園
珠
美
佳
（
み
そ
の　

す
み
え
）　

代
表

　
　
　

参
加
者
五
十
四
名
（
静
岡
宗
務
所
募
集
二
十
三
名
、
本
庁
募
集
三
十
一
名
）

　

九
星
気
学
「
暦
と
気
学
」
講
習
会

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
五
日
～
二
十
六
日（
二
日
間
）
開
催
予
定

　
　
　

第
一
日
目　

午
後
：
第
一
部　

暦
の
伝
来
と
歴
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

暦
の
種
類
と
暦
の
見
方
（
土
用
と
お
日
柄
）
陰
陽
五
行
説
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

運
命
学
（
占
い
の
種
類
）

　
　
　
　
　
　
　
　

午
後
：
第
二
部　

気
学
の
一
年
と
一
ヶ
月
、
本
命
星
と
月
命
星

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

運
勢
の
見
方
（
同
会
・
非
同
会
）、
相
生
・
相
剋　
　

傾
斜
鑑
法

　
　
　

第
二
日
目　

午
前
：
第
三
部　

方
位
の
見
方
、
方
位
現
象
の
見
方

　
　
　
　
　
　
　
　

午
後
：
第
四
部　

方
位
に
よ
る
招
運
法
、
地
図
へ
の
方
位
ラ
イ
ン
引
き

　
　
　

講
師
：
東
京　

石い
し

原は
ら

明み
ょ
う

順じ
ゅ
ん

先
生

　
　
　

参
加
者
三
十
九
名
（
伝
法
学
院
生
七
名
、
外
部
申
込
者
三
十
二
名
）

　
《
不
実
施
の
事
業
》　

寺
庭
の
つ
ど
い
・
准
教
師
講
座

　
　

令
和
五
年
十
二
月
十
一
日

　
　
　

講
題
：
未
定

　
　
　

講
師
：
壁
瀬
宥
雅　

管
長
、
仲
田
順
英　

総
務
部
長

　

教
学
研
修
会
「
弘
法
大
師
御
誕
生
千
二
百
五
十
年
お
よ
び
真
言
宗
立
教
開
宗
千
二
百
年
」
記
念
講
演

　
　

令
和
五
年
十
二
月
十
一
日

　
　
　

講
題
：「
紫
式
部
と
石
山
寺
」

　
　
　

講
師
：
滋
賀　

石
山
寺　

鷲
尾
龍
華　

座
主

◎
宗　

外

　

真
言
宗
各
派
総
大
本
山
会　

第
一
回
人
権
推
進
合
同
委
員
会

　
　

令
和
五
年
四
月
五
日

　
　
　

会
場
：
京
都　

真
言
宗
智
山
派
宗
務
本
庁

　
　
　

出
席
：
浦
郷
宜
右　

教
学
部
長

　

真
言
宗
布
教
連
盟　

第
一
回
常
任
理
事
・
理
事
・
監
事
合
同
会
議

　
　

令
和
五
年
四
月
十
七
日

　
　
　

会
場
：
京
都　

真
言
宗
智
山
派
宗
務
本
庁

　
　
　

出
席
：
浦
郷
宜
右　

教
学
部
長

　
『
同
和
問
題
』
に
と
り
く
む
宗
教
教
団
連
帯
会
議　

第
四
十
三
回
総
会

　
　

令
和
五
年
四
月
二
十
日

　
　
　

会
場
：
東
京
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
（
曹
洞
宗
檀
信
徒
会
館
）

　
　
　

出
席
：
浦
郷
宜
右　

教
学
部
長
、
飯
田
俊
海　

教
学
課
長
補
佐
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真
言
宗
各
派
総
大
本
山
会　

令
和
五
年
度
人
権
推
進
講
習
会

　
　

令
和
五
年
六
月
六
日　
　
　

会
場
：
京
都　

真
言
宗
智
山
派
宗
務
本
庁

　
　
　

出
席
：
浦
郷
宜
右　

教
学
部
長
、
徳
野
亮
孝　

師
、
西
内
克
修　

師

　
『
同
和
問
題
』
に
と
り
く
む
宗
教
教
団
連
帯
会
議　

第
一
回
第
一
連
絡
会

　
　

令
和
五
年
六
月
十
九
日　
　

会
場
：
京
都　

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
宗
務
所
（
西
本
願
寺
）

　
　
　

出
席
：
浦
郷
宜
右　

教
学
部
長
、
飯
田
俊
海　

教
学
課
長
補
佐

　
『
同
和
問
題
』
に
と
り
く
む
宗
教
教
団
連
帯
会
議　

第
二
回
第
一
連
絡
会

　
　

令
和
五
年
九
月
十
一
日　
　

会
場
：
京
都　

真
言
宗
智
山
派
宗
務
本
庁　

智
積
院
会
館

　
　
　

出
席
：
浦
郷
宜
右　

教
学
部
長
、
飯
田
俊
海　

教
学
課
長
補
佐

　

京
都
府
・
京
都
府
宗
教
連
盟　

令
和
五
年
度
宗
教
法
人
関
係
者
人
権
問
題
研
修
会

　
　

令
和
五
年
九
月
十
三
日

　
　
　

会
場
：
京
都
府
庁　

第
3
号
館

　
　
　

出
席
：
浦
郷
宜
右　

教
学
部
長

　

真
言
宗
布
教
連
盟　

第
五
十
九
回
全
真
言
宗
青
年
教
師
布
教
研
修
会

　
　

令
和
五
年
九
月
十
三
日
～
九
月
十
五
日
開
催

　
　
　

会
場
：
奈
良　

総
本
山
西
大
寺　

興
正
殿
・
大
本
山
東
大
寺　

金
鐘
会
館

　
　
　

布
教
実
演
者
：
十
八
名
（
内
、
醍
醐
派
よ
り
武
智
宏
教
師
発
表
）

　
　
　

出
席
：
飯
田
俊
海　

教
学
課
長
補
佐
、
宮
津
智
光　

師
、
武
智
宏
教　

師

　
『
同
和
問
題
』
に
と
り
く
む
宗
教
教
団
連
帯
会
議　

第
三
十
七
回
教
団
行
政
責
任
者
研
修
会

　
　

令
和
五
年
十
月
六
日

　
　
　

会
場
：
京
都
東
急
ホ
テ
ル　

雅
の
間　
　

出
席
：
浦
郷
宜
右　

教
学
部
長

　

真
言
宗
各
派
総
大
本
山
会　

人
権
推
進
研
修
会

　
　

令
和
五
年
十
一
月
十
三
日

　
　
　

場
所
：
京
都
市
内
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
（
岡
崎
周
辺
）

　
　
　

講
師
：
穀
雨
企
画　

渡
辺
毅　

代
表

　
　
　

出
席
：
西
内
克
修　

師

　

京
都
府
・
京
都
府
宗
教
連
盟
・
同
宗
連　

令
和
五
年
度
宗
教
法
人
関
係
者
人
権
問
題
研
修
会

　
　

令
和
五
年
十
一
月
二
十
日

　
　
　

会
場
：
京
都
ガ
ー
デ
ン
パ
レ
ス　

二
階　

葵

　
　
　

出
席
：
浦
郷
宜
右　

教
学
部
長
、
飯
田
俊
海　

教
学
課
長
補
佐

　
『
同
和
問
題
』
に
と
り
く
む
宗
教
教
団
連
帯
会
議　

第
三
回
第
一
連
絡
会

　
　

令
和
五
年
十
二
月
十
九
日

　
　
　

場
所
：
大
阪　

フ
ロ
ー
ル
天
王
寺　

四
階　

多
目
的
室　

大
阪　

鶴
橋
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

　
　
　

出
席
：
浦
郷
宜
右　

教
学
部
長
、
飯
田
俊
海　

教
学
課
長
補
佐

　
『
同
和
問
題
』
に
と
り
く
む
宗
教
教
団
連
帯
会
議　

第
四
回
第
一
連
絡
会

　
　

令
和
六
年
一
月
十
七
日

　
　
　

会
場
：
醍
醐
寺　

研
修
棟

　
　
　

出
席
：
浦
郷
宜
右　

教
学
部
長
、
飯
田
俊
海　

教
学
課
長
補
佐　

岡
田
文
史

　

真
言
宗
各
派
総
大
本
山
会　

第
二
回
人
権
推
進
合
同
委
員
会

　
　

令
和
六
年
三
月
十
二
日

　
　
　

会
場
：
京
都　

真
言
宗
智
山
派
宗
務
本
庁

　
　
　

出
席
：
浦
郷
宜
右　

教
学
部
長
、
飯
田
俊
海　

教
学
課
長
補
佐

●
御
親
教
・
導
師
派
遣
並
び
に
講
師
派
遣
そ
の
他

　

弘
法
大
師
御
誕
生
千
二
百
五
十
年
記
念
大
法
会　

　
　

令
和
五
年
五
月
二
十
四
日　

十
四
時　

咒
立
二
箇
法
要
（
庭
儀
付
き
）
を
厳
修

　
　
　

於
：
香
川　

総
本
山　

善
通
寺

　
　
　

御
手
替
：
壁
瀬
宥
雅　

宗
務
総
長
（
現　

管
長
）、
職
衆
十
二
口

　

京
の
杜
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
『
福
島
県
い
わ
き
市
・
桜
植
樹
式
』

　
　

令
和
五
年
三
月
十
六
日　

い
わ
き
市
立
長
倉
小
学
校
に
植
樹
（
※
令
和
四
年
度
事
業
）

　
　
　

出
向
：
三
好
祥
徳
財
務
部
長
、
壁
瀬
智
泉
、
岩
城
秀
興
、
城
戸
美
和

　
　

令
和
六
年
三
月
一
日　
　

い
わ
き
市
立
錦
東
小
学
校
に
植
樹
（
※
令
和
五
年
度
事
業
）

　
　
　

出
向
：
三
好
祥
徳
財
務
部
長
、
渡
邊
慧
海
、
壁
瀬
智
泉
、
城
戸
美
和

●
そ
の
他

　

真
言
宗
布
教
連
盟
「
真
言
宗
各
派
総
大
本
山
会　

法
話
リ
レ
ー　

辻
説
法
」　

全
六
回
開
催

　
　

令
和
五
年
三
月
二
十
九
日　
　
　

三
宝
院
唐
門
前　
　
　

約
五
十
名
傾
聴

　
　

令
和
五
年
四
月
二
十
九
日　
　
　

三
宝
院
唐
門
前　
　
　

約
二
十
名
傾
聴

　
　

令
和
五
年
五
月
二
十
九
日　
　
　

三
宝
院
大
玄
関　
　
　
　
　

九
名
傾
聴

　
　

令
和
五
年
六
月
二
十
九
日　
　
　

三
宝
院
唐
門
前　
　
　
　
　

五
名
傾
聴

　
　

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日　
　
　

三
宝
院
唐
門
前　
　
　
　
　

五
名
傾
聴

　
　

令
和
五
年
十
月
二
十
九
日　
　
　

三
宝
院
唐
門
前　
　
　
　
　

六
名
傾
聴

　

法
話
：
醍
醐
寺
念
誦
僧　

鈴
木
俊
秀　

師
（
全
六
回
と
も
）

　
　

令
和
五
年
度　

第
六
十
一
回
密
教
学
芸
賞
・
第
五
十
五
回
密
教
教
化
賞　

授
賞
式

　
　

令
和
五
年
十
月
三
十
日　
　

奈
良　

信
貴
山　

大
本
山　

玉
蔵
院
に
て
授
賞
式

　
【
醍
醐
寺
推
薦
の
密
教
教
化
賞
受
賞
者
】

　
　
　

愛
媛　

金
仙
寺　

住
職
（
教
員
歴
三
十
三
年
、
保
護
司
歴
三
十
四
年
）　

今い
ま

井い

奉ほ
う

一い
ち　

僧
正

【
補
足
】
醍
醐
寺
の
事
業
報
告

●
法
流
相
承
関
係

　

三
宝
院
流
得
度
式　

於
：
三
宝
院
道
場

　
　

令
和
五
年
五
月
十
日　
　

伝
法
学
院
生
七
名
、
三
憲
受
者
五
名
、
末
寺
徒
弟
二
名

　

第
五
十
二
回
修
験
伝
法
教
校　

於
：
三
宝
院

　
　

令
和
五
年
十
月
七
日
～
十
一
日
開
校　
　

初
級
六
名
、
中
級
三
名
、
上
級
十
名

　
　

令
和
五
年
十
月
八
日　

修
験
得
度
式　
　

受
者
六
名

　
　

令
和
五
年
十
月
十
日　

恵
印
灌
頂　
　
　

滅
罪
七
名
、
覚
悟
四
名
、
伝
法
十
一
名

　

特
別
開
壇　

修
験
得
度
式　

於
：
三
宝
院
道
場

　
　

令
和
五
年
十
一
月
二
日　

神
奈
川　

成
就
院　

受
者
二
十
五
名

　

伝
法
灌
頂　

於
：
三
宝
院
道
場

　
　

令
和
六
年
一
月
二
十
六
日　

伝
法
学
院
生
七
名
、
三
憲
受
者
五
名
、
末
寺
徒
弟
三
名

《
不
実
施
の
事
業
》　

太
元
護
摩
伝
授　

於
：
三
宝
院

　

令
和
六
年
一
月
二
十
九
日　

開
莚
予
定　

伝
授
阿
闍
梨
：
壁
瀬
宥
雅　

管
長
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　　 別冊　宗派だより　令和７年３月号

●
法
要
・
行
事
関
係

◎
醍
醐
寺
主
催

　

真
言
宗
立
教
千
二
百
年　

弘
法
大
師
御
誕
生
千
二
百
五
十
年
慶
讃
法
要

　
　

令
和
五
年
十
月
二
十
一
日　

十
時　
　

法
要
庭
儀
中
曲
理
趣
三
昧　

於
：
金
堂

　
　
　

御
手
替
：
壁
瀬
宥
雅　

宗
務
総
長
（
現　

管
長
）、
職
衆
十
六
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
四
時　
　

柴
燈
大
護
摩
供　

於
：
不
動
堂

　
　
　

御
手
替
：
仲
田
順
英　

総
務
部
長
、
度
衆
三
十
二
口
、
証
明
衆
七
名
他

　

聲
明
公
演　

―
名
残
の
秋
に
響
く
醍
醐
の
祈
り
―　

於
：
金
堂

　
　

令
和
五
年
十
一
月
二
十
三
日

　
　
　

出
演
者
：
職
衆
ほ
か
十
口
（
中
曲
理
趣
三
昧
法
要
形
式
）

　
　
　

参
座
者
：
約
五
十
名

　

竪
義
会

　
　

令
和
五
年
十
一
月
二
十
七
日　

平
座
理
趣
三
昧
法
要　

於
：
弥
勒
堂

　
　
　

御
導
師
：
壁
瀬
宥
雅　

執
行
長
（
現　

座
主
）、
職
衆
九
口
他

　
　

令
和
五
年
十
一
月
二
十
八
日　

竪
義
会　

於
：
金
堂

　
　
　

探
題
：
壁
瀬
宥
雅　

執
行
長
（
現　

座
主
）、
精
義
：
上
司
永
照　

僧
正
（
東
大
寺
）

　
　
　

問
者
：
①
清
水
公
仁　

僧
正
（
東
大
寺
）、
②
壁
瀬
智
泉　

師
、
③
飯
田
俊
海　

師

　
　
　

注
記
：
佐
保
山
曉
祥　

僧
正
（
東
大
寺
）、
所
司
：
百
目
鬼
幸
秀　

課
長

　
　
　

執
当
：
堀
池
春
彰　

僧
正
（
東
大
寺
）、
堅
者
：
田
中
祐
考　

伝
法
学
院
長

　
　
　

職
衆
：
仲
田
順
英　

執
行
、
浦
郷
宜
右　

執
行
、
三
好
祥
徳　

執
行

　
「
京
の
冬
の
旅
」
非
公
開
文
化
財　

特
別
公
開　
「
源
氏
物
語
と
祈
り
の
世
界
」

　
　

令
和
六
年
一
月
二
十
七
日
～
三
月
三
日　

醍
醐
寺　

霊
宝
館

◎
醍
醐
派
関
係
、
他
宗
派
・
所
属
団
体
ほ
か
主
催

　

仁
王
会
法
要　

午
前
、
午
後
の
二
座
厳
修　
　

於
：
新
潟　

菅
谷
寺

　
　

令
和
五
年
四
月
九
日　

新
潟
宗
務
所
下
寺
院
よ
り
十
三
名
出
仕

　

弘
法
大
師
ご
誕
生
千
二
百
五
十
年
記
念
法
要　

於
：
新
潟　

萬
覚
院

　
　

令
和
五
年
十
一
月
二
十
一
日　

新
潟
二
酉
会　

四
ヶ
寺
（
僧
侶
四
名
）
で
厳
修

　

後
七
日
御
修
法　

於
：
京
都　

総
本
山　

教
王
護
国
寺　

灌
頂
院

　
　

令
和
六
年
一
月
八
日
～
十
四
日　

厳
修

　
　
　

供
僧
出
仕
：
三
重　

別
格
本
山　

大
宝
院　

岩
鶴
密
雄　

僧
正
（
配
役
：
神
供
）

　
　
　

承
仕
：
三
重　

田
村
寺　

田
村
眞
悠　

師
随
行
：
北
海
道　

大
心
寺　

荻
原
隆
明　

師

●
醍
醐
寺
教
育
関
係
の
取
り
組
み

　

寄
付
講
座
種
智
院
大
学
、
日
本
女
子
大
学
、
京
都
橘
大
学　

生
け
花
講
座
京
都
橘
大
学

　
「
京
の
杜
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
～
サ
ク
ラ
が
つ
な
ぐ
架
け
橋
～
」	

立
命
館
小
学
校

　
　

地
域
連
携
文
化
財
鑑
賞
授
業
京
都
市
立
醍
醐
中
学
校

　
　

令
和
五
年
七
月
四
日　
　
　

三
宝
院
殿
舎
・
庭
園
鑑
賞

　
　

令
和
五
年
九
月
一
日　
　
　

五
大
明
王
像
鑑
賞　
　
　

於
：
霊
宝
館

　
　

令
和
五
年
十
二
月
十
二
日　

始
皇
狩
之
図
屏
風
鑑
賞　

於
：
霊
宝
館

資
料
６　

令
和
六
年
度
教
学
部
事
業
計
画
書

●
研
修
・
講
習
会
関
係

◎
宗　

内

　

教
学
研
修
会　
　

日
程　

未
定

　
　

・
三
宝
院
流
血
脈
に
つ
い
て
・
声
明
研
修
会
・
占
学
講
習
会　

な
ど

　

寺
庭
の
つ
ど
い
・
准
教
師
講
座　
　

日
程　

未
定　

参
加
者
を
募
集
し
ま
す

◎
宗　

外

（
済
）
真
言
宗
各
派
総
大
本
山
会　

第
一
回
人
権
推
進
合
同
委
員
会

　
　

令
和
六
年
四
月
十
一
日

　
　
　

会
場
：
京
都　

真
言
宗
智
山
派
宗
務
本
庁

　
　
　

出
席
：
飯
田
俊
海　

教
学
課
長
補
佐

（
済
）『
同
和
問
題
』
に
と
り
く
む
宗
教
教
団
連
帯
会
議　

第
四
十
四
回
総
会

　
　

令
和
六
年
四
月
十
七
日

　
　
　

会
場
：
大
阪　

立
正
佼
成
会　

大
阪
普
門
館

　
　
　

出
席
：
飯
田
俊
海　

教
学
課
長
補
佐

（
済
）
真
言
宗
布
教
連
盟　

第
一
回
常
任
理
事
・
理
事
・
監
事
合
同
会
議

　
　

令
和
六
年
四
月
十
七
日

　
　
　

会
場
：
京
都　

真
言
宗
智
山
派
宗
務
本
庁

　
　
　

出
席
：
浦
郷
宜
右　

教
学
部
長

（
済
）『
同
和
問
題
』
に
と
り
く
む
宗
教
教
団
連
帯
会
議　

第
一
連
絡
会
（
年
四
回
開
催
予
定
）

　
　

令
和
六
年
五
月
八
日

　
　
　

会
場
：
京
都　

下
京
い
き
い
き
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー　

二
階

　
（
第
一
回
）
テ
ー
マ
：「
部
落
差
別
問
題
」

　
　
　

旧
柳
原
銀
行
見
学
、
京
都
駅
・
崇
仁
地
区
周
辺
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

　
　
　

出
席
：
浦
郷
宜
右　

教
学
部
長
、
飯
田
俊
海　

教
学
課
長
補
佐

　
　

令
和
六
年
七
月
五
日

　
　
　

会
場
：
京
都　

黄
檗
宗　

大
本
山
萬
福
寺　

黄
龍
閣
別
館　

二
階　

　
（
第
二
回
）
テ
ー
マ
：「
中
国
人
差
別
問
題

　
　

令
和
六
年
九
月
十
八
日　

も
し
く
は
九
月
二
十
六
日　

開
催
予
定

　
（
第
三
回
）
詳
細
未
定

　

第
四
回
の
日
程
未
定

　
　
　

真
言
宗
各
派
総
大
本
山
会　

令
和
六
年
度
人
権
推
進
講
習
会

　
　

令
和
六
年
六
月
四
日　
　

会
場
：
京
都　

真
言
宗
智
山
派
宗
務
本
庁

　
　
　

部
落
解
放
同
盟　

第
四
十
九
回
部
落
解
放
・
人
権
西
日
本
夏
期
講
座

　
　

令
和
六
年
六
月
十
三
日
〜
十
四
日　

　
　
　

会
場
：
大
分　

別
府
国
際
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

『
同
和
問
題
』
に
と
り
く
む
宗
教
教
団
連
帯
会
議　

第
三
十
九
回
部
落
解
放
基
礎
講
座
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　　 別冊　宗派だより　令和７年３月号

　
　

令
和
六
年
七
月
八
日
〜
九
日　
　
　
　
　

会
場
：
京
都　

浄
土
宗
宗
務
庁

　
　

令
和
六
年
十
二
月
十
八
日
〜
十
九
日　
　

会
場
：
福
岡　

曹
洞
宗
安
国
寺

　

真
言
宗
布
教
連
盟　

第
六
十
回
全
真
言
宗
青
年
教
師
布
教
研
修
会

　
　

令
和
六
年
十
月
十
六
日
〜
十
八
日（
二
泊
三
日
）
参
加
者
募
集
し
ま
す

　
　
　

会
場
：
広
島　

尾
道
市　

真
言
宗
泉
涌
寺
派　

大
本
山
浄
土
寺

　

真
言
宗
各
派
総
大
本
山
会　

人
権
推
進
研
修
会

　
　

令
和
六
年
十
一
月
十
一
日　
　

参
加
者
募
集
し
ま
す

　
　
　

会
場
：
京
都　

立
命
館
大
学
国
際
平
和
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

　
　
　
　
　
　

京
都
市
人
権
資
料
展
示
施
設　

ツ
ラ
ッ
テ
ィ
千
本

　

京
都
府
・
京
都
府
宗
教
連
盟　

宗
教
法
人
関
係
者
人
権
問
題
研
修
会	

日
程　

未
定　

参
加
し
ま
す

●
御
親
教
・
導
師
派
遣
並
び
に
講
師
派
遣
そ
の
他
※
要
請
が
あ
り
次
第
随
時
お
受
け
し
ま
す
。

●
そ
の
他

　
　

令
和
六
年
度　

第
六
十
二
回
密
教
学
芸
賞
・
第
五
十
六
回
密
教
教
化
賞　

授
賞
式

　
　

令
和
六
年
十
月
十
日　

醍
醐
寺　

霊
宝
館
で
開
催

【
補
足
】
醍
醐
寺
の
事
業
計
画

●
法
流
相
承
関
係

（
済
）
三
宝
院
流
得
度
式　

於
：
三
宝
院
道
場

　
　

令
和
六
年
五
月
九
日　

伝
法
学
院
生
四
名
、
三
憲
受
者
五
名
、
末
寺
徒
弟
二
名

　

理
性
院
流　

太
元
護
摩　

付
息
災　

伝
授　

於
：
三
宝
院

　
　

令
和
六
年
九
月
上
旬　

開
莚
予
定　

伝
授
大
阿
闍
梨
：
壁
瀬
宥
雅　

座
主

　

梵
字
悉
曇
伝
授
並
び
に
悉
曇
灌
頂
・
許
可
灌
頂

　
　

～
坂
井
榮
信
悉
曇
阿
闍
梨
相
承　

澄
禅
流
梵
字
・
智
満
流
梵
字
伝
授
～　

於
：
三
宝
院

　
　

開
莚
予
定
日（
十
二
会
予
定
）

　
　

令
和
六
年
十
月
一
日
〜
二
日　
　
　
　
　

第
一
会

　
　

令
和
六
年
十
二
月
十
七
日
〜
十
八
日　
　

第
二
会

　
　

令
和
七
年
一
月
二
十
一
日
～
二
十
二
日　

第
三
会

　

伝
授
悉
曇
阿
闍
梨
：
種
智
院
大
学　

副
学
長
・
教
授

　
　
　

智
山
派　

永
福
寺　

児
玉
義
隆　

住
職　
　

大
本
山
大
覚
寺　

嵯
峨
伝
灯
学
院　

講
師

　

第
五
十
三
回
修
験
伝
法
教
校　

於
：
三
宝
院

　
　

令
和
六
年
十
月
十
一
日
〜
十
五
日（
四
泊
五
日
）
で
開
校
予
定　

初
級
、
中
級
、
上
級

　
　
　

の
三
コ
ー
ス
受
付

　
　

令
和
六
年
十
月
十
二
日　

修
験
得
度
式　

開
壇
予
定

　
　

令
和
六
年
十
月
十
四
日　

恵
印
灌
頂
（
滅
罪
灌
頂
、
覚
悟
灌
頂
、
伝
法
灌
頂
）　

開
壇
予
定

　

伝
法
灌
頂　

於
：
三
宝
院
道
場

　
　

令
和
六
年
十
二
月
二
十
三
日　
　

開
壇
予
定

●
法
要
・
行
事
関
係

◎
醍
醐
寺
主
催

　

醍
醐
寺
第
百
四
世
座
主　

壁
瀬
宥
雅
大
僧
正　

晋
山
式　

於
：
金
堂

　
　

令
和
六
年
五
月
三
十
日

　

開
創
千
百
五
十
年
記
念　

醍
醐
寺
国
宝
展　

於
：
大
阪
中
之
島
美
術
館　

四
階
展
示
室

　
　

令
和
六
年
六
月
十
五
日
〜
八
月
二
十
五
日
開
催

　
　
　

大
阪
中
之
島
美
術
館
、
日
本
経
済
新
聞
社
、
テ
レ
ビ
大
阪
と
共
同
主
催

　

醍
醐
寺
開
創
千
百
五
十
年
慶
讃
大
法
要　

令
和
六
年
十
一
月
十
四
日
～
十
八
日（
五
日
間
）
厳
修

　
　

令
和
六
年
十
一
月
十
四
日　
（
開
白
）

　
　
　

・
鎮
守
法
楽　

大
般
若
転
読
法
要　

於
：
下
醍
醐　

清
瀧
宮

　
　
　

・
如
意
輪
観
世
音
供　

並　

醍
醐
寺
第
一
世
観
賢
大
徳
千
百
年
忌

中
曲
理
趣
三
昧
法
要　

於
：
上
醍
醐　

如
意
輪
堂

　
　
　

・
竪
義
会
平
座
理
趣
三
昧
法
要
・
竪
義
会　

於
：
金
堂

　
　

令
和
六
年
十
一
月
十
五
日　

　
　
　

・
恵
印
三
昧
耶
法
要　

於
：
金
堂

　
　
　

・
開
山
理
源
大
師
報
恩
謝
徳　

平
座
理
趣
三
昧
法
要　

於
：
祖
師
堂

　
　

令
和
六
年
十
一
月
十
六
日　
（
中
日
）

　
　
　

・
庭
儀
舞
楽
大
曼
荼
羅
供
法
要　

於
：
金
堂

　
　
　

・
宗
内
功
労
者
表
彰
式　

於
：
金
堂

　
　

令
和
六
年
十
一
月
十
七
日　

　
　
　

・
慶
讃
法
要
（
真
如
苑
）　

於
：
金
堂

　
　

令
和
六
年
十
一
月
十
八
日　
（
結
願
）

　
　
　

・
鎮
守
法
楽　

神
祇
講
式　

於
：
下
醍
醐　

清
瀧
宮

　
　
　

・
准
胝
観
世
音
法
要　

並　

先
師
忌　

中
興
准
三
后
義
演
大
僧
正
四
百
回
忌
・

　
　
　
　

密
厳
心
院
文
雄
大
僧
正
十
三
回
忌　

中
曲
理
趣
三
昧
法
要　

於
：
観
音
堂

　
　
　

・
柴
燈
大
護
摩
供　

於
：
下
伽
藍　

不
動
堂　

柴
燈
護
摩
道
場

　

声
明
公
演　

於
：
金
堂

　
　

令
和
六
年
十
一
月
下
旬
夜
間
拝
観
の
期
間
中
に
公
演
予
定

◎
醍
醐
派
関
係
、
他
宗
派
・
所
属
団
体
ほ
か
主
催

（
済
）
仁
王
会
法
要　
　

午
前
、
午
後
の
二
座
厳
修　
　

於
：
新
潟　

菅
谷
寺

　
　

令
和
六
年
四
月
十
四
日
新
潟
宗
務
所
下
寺
院
よ
り
十
二
名
出
仕

　

全
真
言
宗
青
年
連
盟　

第
四
十
四
回
結
集　

醍
醐
大
会　

於
：
醍
醐
寺

　
　

令
和
六
年
十
月
八
日
記
念
法
会
・
大
会
式
典
：
金
堂
、
講
演
：
霊
宝
館

　
　
　

懇
親
会
：
ホ
テ
ル
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ア
京
都　

醐
山
青
年
連
合
会
主
催

　
　
　

大
会
テ
ー
マ
：「
法
燈
～
祈
り
を
繋
ぐ
今
～
」

　
　
　

演
題
：「
発
心
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
」
～
イ
ン
ド
・
チ
ベ
ッ
ト
密
教
の
立
場
か
ら
～

　
　
　

講
師
：
平
岡
宏
一　

氏

　

後
七
日
御
修
法　

於
：
京
都　

総
本
山　

教
王
護
国
寺　

灌
頂
院

　
　

令
和
七
年
一
月
八
日
～
十
四
日　

厳
修　

伴
僧
、
承
仕
、
随
行
を
選
出
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寺寺院院教教会会宗宗費費納納入入状状況況表表

数 金額 数 金額 数 金額

北海道 527,000 0 0 527,000 527,000 0 0 527,000 527,000 0 0 527,000

山形北部 451,000 1 31,000 420,000 451,000 1 31,000 420,000 451,000 1 31,000 420,000

山形南部 1,008,200 6 147,700 860,500 1,008,200 6 147,700 860,500 964,100 4 103,600 860,500

新潟 1,428,500 12 381,500 1,047,000 1,428,500 12 381,500 1,047,000 1,395,500 12 381,500 1,014,000

山梨 471,000 0 0 471,000 471,000 0 0 471,000 471,000 0 0 471,000

静岡 715,000 0 0 715,000 715,000 0 0 715,000 715,000 0 0 715,000

三河東部 882,648 2 73,554 809,094 882,648 2 73,554 809,094 882,648 2 73,554 809,094

三河西部 841,000 0 0 841,000 841,000 0 0 841,000 841,000 0 0 841,000

尾張 684,000 1 26,500 657,500 684,000 1 26,500 657,500 684,000 1 26,500 657,500

岐阜 400,000 0 0 400,000 400,000 0 0 400,000 400,000 0 0 400,000

三重 1,591,000 1 35,090 1,555,910 1,591,000 1 35,090 1,555,910 1,591,000 1 35,090 1,555,910

京都 1,016,440 1 0 1,016,440 983,460 0 0 983,460 983,460 0 0 983,460

奈良 891,000 3 60,000 831,000 891,000 3 60,000 831,000 891,000 3 60,000 831,000

大阪 985,000 0 0 985,000 985,000 0 0 985,000 985,000 0 0 985,000

兵庫 389,600 0 0 389,600 389,600 0 0 389,600 389,600 0 0 389,600

美作 501,400 9 148,400 353,000 501,400 9 148,400 353,000 501,400 9 148,400 353,000

備前 378,000 0 0 378,000 378,000 0 0 378,000 378,000 0 0 378,000

備中 412,000 0 0 412,000 412,000 0 0 412,000 412,000 0 0 412,000

広島 1,457,200 1 64,000 1,393,200 1,457,200 1 64,000 1,393,200 1,457,200 1 64,000 1,393,200

山口 694,200 0 0 694,200 694,200 0 0 694,200 694,200 0 0 694,200

鳥取 467,000 2 49,000 418,000 467,000 2 49,000 418,000 467,000 2 49,000 418,000

島根 814,000 2 44,600 769,400 673,000 0 0 673,000 673,000 0 0 673,000

高知 206,900 0 0 206,900 206,900 0 0 206,900 206,900 0 0 206,900

香川 1,460,800 2 40,600 1,420,200 1,460,800 2 40,600 1,420,200 1,460,800 2 40,600 1,420,200

愛媛 1,457,800 1 9,000 1,448,800 1,457,800 1 9,000 1,448,800 1,421,400 1 9,000 1,412,400

福岡 1,095,000 0 0 1,095,000 1,026,000 0 0 1,026,000 1,026,000 0 0 1,026,000

大分 695,000 1 11,000 684,000 695,000 0 0 695,000 695,000 0 0 695,000

肥前 729,000 4 108,500 620,500 729,000 4 108,500 620,500 729,000 4 108,500 620,500

熊本 258,000 0 0 258,000 258,000 0 0 258,000 258,000 0 0 258,000

宮崎 332,000 0 0 332,000 332,000 0 0 332,000 332,000 0 0 332,000

合計 23,239,688 49 1,230,444 22,009,244 22,996,708 45 1,174,844 21,821,864 22,883,208 43 1,130,744 21,752,464

直轄寺院 5,037,580 1 24,600 4,547,744 4,988,980 1 24,600 4,254,480 4,926,580 1 24,600 3,892,780

教会 2,915,000 1 35,000 2,048,600 2,922,000 1 35,000 1,872,000 3,029,000 1 35,000 1,881,000

宗務所名

令和5（2023）年度

賦課額
免除

納入額

令和3（2021）年度

賦課額
免除

納入額

令和4（2022）年度

賦課額
免除

納入額

資料７
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科科　　 　　 目目 当当年年度度予予算算 前前年年度度予予算算 備備　　 　　 　　 　　 　　 考考

歳歳　　 入入　　 総総　　 額額 80, 450, 000 83, 000, 000 △ 2, 550, 000

第第１１ 款款　　 　　 宗宗　　 費費　　 賦賦　　 課課　　 金金 64, 450, 000 65, 300, 000 △ 850, 000

　 第１ 項　 当　 年　 度　 収　 入 58, 800, 000 59, 000, 000 △ 200, 000

　 　 　 第１ 目　 寺　 　 　 院 28, 000, 000 28, 000, 000 0

　 　 　 第２ 目　 教　 　 　 会 2, 300, 000 2, 300, 000 0

　 　 　 第３ 目　 本宗教師僧侶 20, 000, 000 20, 000, 000 0

　 　 　 第４ 目　 修験道教師僧侶 8, 500, 000 8, 700, 000 △ 200, 000

　 第２ 項　 過　 年　 度　 収　 入 5, 650, 000 6, 300, 000 △ 650, 000

　 　 　 第１ 目　 寺　 　 　 院 1, 000, 000 1, 400, 000 △ 400, 000

　 　 　 第２ 目　 教　 　 　 会 350, 000 600, 000 △ 250, 000

　 　 　 第３ 目　 本宗教師僧侶 3, 000, 000 3, 000, 000 0

　 　 　 第４ 目　 修験道教師僧侶 1, 300, 000 1, 300, 000 0

第第２２ 款款　　 　　 礼礼　　 録録　　 金金 7, 700, 000 9, 600, 000 △ 1, 900, 000

　 第１ 項　 本　 　 　 宗 6, 200, 000 8, 100, 000 △ 1, 900, 000

　 第２ 項　 修　 験　 道 1, 500, 000 1, 500, 000 0

第第３３ 款款　　 　　 手手　　 数数　　 料料 3, 300, 000 3, 100, 000 200, 000

　

　 第１ 項　 証明・ 承認 2, 800, 000 2, 800, 000 0

　 第２ 項　 褒　 　 　 賞 500, 000 300, 000 200, 000

第第４４ 款款　　 　　 雑雑　　 収収　　 入入 2, 000, 000 2, 000, 000 0 神変協賛金、 伝法教校

各種研修会

第第５５ 款款　　 　　 醍醍  醐醐  寺寺  拠拠  出出  金金 3, 000, 000 3, 000, 000 0

第第６６ 款款　　 　　 剰剰　　 余余　　 金金　　 取取　　 崩崩 0 0 0

比比較較増増減減

令和6年度　 　 真言宗醍醐派宗務本庁歳入歳出予算書

- 1 -

科科　　 　　 目目 当当年年度度予予算算 前前年年度度予予算算 備備　　 　　 　　 　　 　　 考考

歳歳　　 出出　　 総総　　 額額 80, 450, 000 83, 000, 000 △ 2, 550, 000

第第１１ 款款　　 　　 奠奠　　 供供　　 費費 1, 000, 000 1, 000, 000 0

第第２２ 款款　　 　　 宗宗務務本本庁庁費費 48, 100, 000 48, 650, 000 △ 550, 000

　 第１ 項　 給　 与　 費 33, 000, 000 33, 000, 000 0

　 第２ 項　 事　 務　 費 11, 500, 000 11, 750, 000 △ 250, 000

　 　 １ 目　 備　 品　 費 1, 500, 000 1, 500, 000 0 複合機、ＦＡＸリース料等

　 　 ２ 目　 消耗品費 1, 500, 000 1, 650, 000 △ 150, 000

　 　 ３ 目　 印　 刷　 費 700, 000 700, 000 0

　 　 ４ 目　 通信・ 運搬費 3, 500, 000 3, 600, 000 △ 100, 000

　 　 ５ 目　 情報管理費 4, 300, 000 4, 300, 000 0
クラウド化推進、情報セキュリティ・業務システム見直し・
効率化

　 第３ 項　 旅費・ 交通費 1, 700, 000 1, 700, 000 0

　 第４ 項　 光熱水費 1, 200, 000 1, 200, 000 0

　 第５ 項　 東京出張所費 100, 000 100, 000 0

　 第６ 項　 諸問題対策費 500, 000 800, 000 △ 300, 000 弁護士費用、研究費等

　 第７ 項　 雑　 　 　 費 100, 000 100, 000 0 解散、不活動調査費用

第第３３ 款款　　 　　 会会　　 議議　　 費費 4, 200, 000 4, 700, 000 △ 500, 000

　

　 第１ 項　 宗　 会　 費 2, 000, 000 2, 500, 000 △ 500, 000

　 第２ 項　 所長会費 1, 300, 000 1, 300, 000 0

　 第３ 項　 諸制度審議会費 500, 000 500, 000 0 １回開催予定

　 第４ 項　 そ　 の　 他 400, 000 400, 000 0 小委員会２回開催予定

第第４４ 款款　　 　　 教教　　 学学　　 費費 21, 200, 000 21, 700, 000 △ 500, 000

　 第１ 項　 伝法学院交付金 12, 000, 000 12, 500, 000 △ 500, 000

　 第２ 項　 宗内伝道費 2, 300, 000 2, 300, 000 0 親授式､醐青連助成、HP管理

　 第３ 項　 教化活動費 1, 700, 000 1, 700, 000 0 伝法教校、各種研修会、東大寺御供

　 第４ 項　 機関誌製作費 5, 000, 000 5, 000, 000 0 別冊年12回、同封物、本編年2回

　 第５ 項　 人権擁護推進費 150, 000 150, 000 0

　 第６ 項　 雑　 　 　 費 50, 000 50, 000 0

比比較較増増減減

- 2 -

科科　　 　　 目目 当当年年度度予予算算 前前年年度度予予算算 備備　　 　　 　　 　　 　　 考考

第第５５ 款款　　 　　 負負　　 担担　　 金金 2, 750, 000 2, 750, 000 0

　 第１ 項　 種智院大学負担金 700, 000 700, 000 0

　 第２ 項　 全日仏負担金 1, 000, 000 1, 000, 000 0

　 第３ 項　 同宗連負担金 350, 000 350, 000 0

　 第４ 項　 そ　 の　 他 700, 000 700, 000 0 真言宗布教連盟､教誨師連盟

第第６６ 款款　　 　　 宗宗務務所所報報償償金金 2, 200, 000 2, 200, 000 0

第第77款款　　 　　 選選　　 挙挙　　 費費 0 1, 000, 000 △ 100, 000

第第88款款　　 　　 予予　　 備備　　 費費 1, 000, 000 1, 000, 000 0

令和6年度　 真言宗醍醐派宗務本庁歳入歳出予算書

比比較較増増減減

- 3 -
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山
印
刷
株
式
会
社

醍醐寺開創1150年慶讃事業義納金について

［お問い合わせ］宗務本庁 TEL：075-571-0002

　今般の義納金は、醍醐寺開創以来1150年に亘って受け
継がれてきた法流伝承の象徴として「法流の杜」を整備
するための大切なものです。
　詳細はお手元のパンフレットをご確認いただき、是非
お早目の納入をお願いいたします。
　ご不明点は宗務本庁までお問い合わせください。

2025

土 火

3/15（土）桜会開白 大般若転読法要
4/　1（火）桜会中日 柴燈大護摩法要
4/13（日） 豊太閤花見行列
4/15（火）桜会結願


